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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）第27条の３

第２項の規定に基づき、国立研究開発法人日本医療研究開発機構令和６年度特定公募型研究

開発業務（革新的研究開発推進基金）に関する報告書を、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚

生労働大臣及び経済産業大臣の意見を付して報告するものである。 
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ᅜ❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発ᶵᵓ   

令和６年度≉定බເᆺ研究開発業ົ（革新的研

究開発推進基金）に㛵ࡿࡍሗ࿌᭩
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Ϩ㸬令和６年度≉定බເᆺ研究開発業 （ົ革新的研究開発推進基金）に㛵ࡿࡍሗ

࿌᭩࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭５

ϩ㸬ཧ⪃資料࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭19 

資料１－１ 革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（令和２年３月 10日 ෆ㛶⥲⌮大

臣決定）

資料１－２ 革新的研究開発推進基金補助金（ᅜ❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発ᶵᵓ）

交付要綱（令和２年４月１日 ᩥ㒊⛉Ꮫ大臣決定）

資料１－３ 令和２年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（令和２年３月 31 日

厚生労働大臣決定）

資料１－４ 令和３年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（令和３年４月１日

厚生労働大臣決定）

資料１－５ 令和４年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（令和４年４月１日

厚生労働大臣決定）

資料１－６ 令和５年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（令和５年４月１日

厚生労働大臣決定）

資料１－７ 革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（令和６年３月 28日 厚生労働大

臣決定）

資料１－８ 革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（令和２年４月 14日 経済産業大

臣制定）

資料２   基金タ置つ⛬（令和２年３月 12日 つ⛬➨８ྕ）

資料３   基金ࡢ㐠⏝ྲྀᢅ࠸つ๎（令和２年３月 12日 つ๎➨８ྕ）

資料４   ཧ↷᮲ᩥ➼
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令和６年度≉定බເᆺ研究開発業ົ（革新的研究開発推進基金）に࡚࠸ࡘ

１㸬基金ࡢᴫ要

ᅜ❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発ᶵᵓ（௨ୗࠕᶵᵓࠖとࠋ࠺࠸）２➨ࠊࡣᮇ୰㛗ᮇ

┠ᶆにࠊ࡚࠸࠾೺ᗣ࣭་⒪ᡓ␎推進ᮏ㒊➼ࡀ決定ࡿࡍ┠ᶆࡢୗࠊḟにᥖࡿࡆ研究開発➼

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉととࡇࡿࡍᐇ᪋ࢆ

ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ（１）

ᡃࡀᅜ発ࡢ◚ቯ的ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖๰ฟࢆ┠ᣦࠊࡋᚑ᮶ᢏ⾡ࡢᘏ㛗にࡾࡼࠊ࠸࡞

大⫹࡞発᝿に基࡙ࡃᣮᡓ的࡞研究開発（࣒࣮ࣥࢺࢵࣙࢩ）ࢆ推進ࡿࡍととࡶにࠊ産

Ꮫᐁඹྠᆺ஦業とࡢࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊ࡚ࡋཧ⏬ࠊࡘࡘࡋಁࢆ་⒪ୖࡢᚲ要ᛶࡀ㧗ࡃ

≉に⥭要࡞་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢ研究開発ࢆ推進ࡿࡍ஦業ࠋ

開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡（２）

新ᆺࢫࣝ࢖࢘ࢼࣟࢥឤᰁ⑕ࡢࣥࢳࢡ࣡ࡢ᪩ᮇᐇ⏝໬にྥࡓࡅ研究開発➼ࢆ推進

ᨻἲே་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵ⾜❧⊃࡚ࡋ業ົとࡿࡍ஦業（㝃ᖏࡿࡍ （ɔ௨ୗࠕ㹎㹋

㹂㸿ࠖとࡀ（ࠋ࠺࠸἞㦂ࢆ開ጞࡵࡓࡿࡍにᚲ要࡞開発ᡓ␎に㛵ࡿࡍ助ゝ࠺⾜ࢆ業ົ

ࠋ（ࠋࡴྵࢆ

研究開発஦業࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡（３）

௒ᚋ⬣ጾとࡾ࡞ᚓࡿឤᰁ⑕᭷஦にഛࠊ࣡࠼ ࡍと⬟ྍࢆ⤥開発࣭౪࡞㏿㎿ࡢࣥࢳࢡ

ࠊ࣡ࡵࡓࡿ ࢳࢡឤᰁ⑕࣡ࠊ研究開発ࡢ࢕ࢸࣜࢲ新つࣔ࡞革新的ࡿࡍ開発に資ࣥࢳࢡ

ࠋ஦業ࡿࡍ推進ࢆ➼開発ࡢࣥࢳࢡឤᰁ⑕࣡ࠊᛂ⏝研究ࡢ࡬ࣥ

ᙧᡂ஦業ࡢ研究開発ᣐⅬࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡（４）

ᅜ産࣡ࣥࢳࢡ開発ࡢᐇ⌧にྥࡓࡅୡ⏺ࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ研究開発ᣐⅬࡢᙧᡂࠊ研究

開発ᣐⅬにࡿࡅ࠾研究開発➼ࢆ推進ࡿࡍ஦業ࠋ

（５）๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業

ឤᰁ⑕࣭࣡ࣥࢳࢡ἞⒪⸆開発ཬࡧឤᰁ⑕௨እࡢ⑌ᝈにᑐࡿࡍ་⸆ရ➼ࡢ開発に

資ࡿࡍ革新的ࡢ࢕ࢸࣜࢲࣔ࡞ᐇ⏝໬開発࠺⾜ࢆ๰⸆࣮࣋ࣥࣕࢳにᑐࡿࡍᐇ⏝໬ᨭ

᥼ࡴྵࢆ研究開発➼ࢆ推進ࡿࡍ஦業ࠋ

    

  （６）大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ

ᶫΏࡋ研究ᨭ᥼ᶵ㛵（ᶫΏࡋ研究ᨭ᥼ᶵ㛵ㄆ定制度ᐇ᪋要綱（令和３年３月 31

日ᩥ㒊⛉Ꮫ大臣決定）に基࡙ᩥࡁ㒊⛉Ꮫ大臣ࡀㄆ定ࡿࡍ大Ꮫ➼ࢆ（ࠋ࠺࠸ࢆά⏝ࡋ
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研究開発➼ཬࡴྵࢆᐇ⏝໬ᨭ᥼ࡿࡍ㉳業➼に資ࡢࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫ大Ꮫ発་⒪⣔ࡓ

ࠋ஦業ࡿࡍに㝃ᖏࢀࡇࡧ

  （７）་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ

་Ꮫ⣔研究ຊࢆᙉ໬ࠊࡵࡓࡿࡍ大Ꮫ⑓㝔࣭་Ꮫ㒊ࢆ置ࡃ大Ꮫにࠊ࡚࠸࠾研究⎔ቃ

ᨵၿにಀྲྀࡿ⤌と୍య的にᐇ᪋ࡿࢀࡉ研究開発➼ཬࢀࡇࡧに㝃ᖏࡿࡍ஦業ࠋ

άᛶ໬にࡢ๰ฟࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖࣭⾡Ꮫᢏ⛉ࠊࡵࡓࡿに඘࡚⏝㈝ࡿࡍ஦業に要ࡢࡽࢀࡇ

㛵ࡿࡍἲᚊ（ᖹᡂ 20 年ἲᚊ➨ 63 ྕ）➨ 27 ᮲１➨２ࡢ㡯にࠊ࡚࠸࠾資金㓄ศᶵ㛵ࠊࡣ

ಶูἲࡢ定ࡿࡵとࢁࡇにࠊࡾࡼ≉定බເᆺ研究開発業ົに要ࡿࡍ㈝⏝に඘࡚ࡢࡵࡓࡿ

基金ࢆタࡇࡿࡅとࡿࡁ࡛ࡀとࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉとࢆ㋃ࠊ࠼ࡲᅜ❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研

究開発ᶵᵓἲ（ᖹᡂ 26年ἲᚊ➨ 49ྕ）➨ 17᮲ࡢ２ࡢつ定ཬࡧ基金タ置つ⛬（令和２

年３月 12日つ⛬➨８ྕ）（資料２）に基ู࡙ࠊࡁ⣬ࡢとࡾ࠾基金ࡀ㐀ᡂࠋࡓࢀࡉ

ྠἲ➨ 17᮲２➨２ࡢ㡯にࠊ࡚࠸࠾ᨻᗓࠊࡣ予算ࡢ⠊ᅖෆにࠊ࡚࠸࠾ᶵᵓにᑐࠊࡋ基

金に඘࡚ࡿ資金ࢆ補助ࡇࡿࡍとࡇࡿࡁ࡛ࡀととࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⣽┠ࠊࡣ㛵ಀྛᗓ省ࡢ

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱（資料１－１ࠊ資料１－２ࠊ資料１－３ࠊ資料

࡞ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ資料１－８）に定ࡧ資料１－７ཬࠊ資料１－６ࠊ資料１－５ࠊ１－４

ィྜࡾࡓࢃ令和６年度にࡽ࠿令和元年度ࠊ࠾ 6,925൨ 3,952୓෇ࡀᶵᵓに交付ࠋࡓࢀࡉ

２㸬基金ࡢ⟶⌮య制➼

≉定බເᆺ研究開発業 （ົḟにᥖࡿࡆ研究開発➼ཬࢀࡇࡧに㝃ᖏࡿࡍ業ົࠋ࠺࠸ࢆ௨

ୗࠕ開発業ົࠖとࢆ（ࠋ࠺࠸㐺ษにᒚ⾜ࠋࡓࡋ

ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ（１）

開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡（２）

研究開発஦業࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡（３）

ᙧᡂ஦業ࡢ研究開発ᣐⅬࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡（４）

（５）๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業

（６）大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ

（７）་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ

基金ࡢ㐠⏝にࠊࡣ࡚࠸ࡘ基金ࡢ㐠⏝ྲྀᢅ࠸つ （๎令和２年３月 12日つ๎➨８ྕ）（資

料３）に基࡙ࠊࡁ㐠⏝ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

３㸬開発業ົにಀࡿ཰ධ࣭ᨭฟཬࡢࡑࡧෆヂ（௒ᚋࡢぢ㎸ࠋࡴྵࢆࡳ）※

(༢఩：ⓒ୓෇)

  令和６年度
令和７年度

（ぢ㎸ࡳ）

6

令和６年度≉定බເᆺ研究開発業ົ（革新的研究開発推進基金）に࡚࠸ࡘ

１㸬基金ࡢᴫ要

ᅜ❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発ᶵᵓ（௨ୗࠕᶵᵓࠖとࠋ࠺࠸）２➨ࠊࡣᮇ୰㛗ᮇ

┠ᶆにࠊ࡚࠸࠾೺ᗣ࣭་⒪ᡓ␎推進ᮏ㒊➼ࡀ決定ࡿࡍ┠ᶆࡢୗࠊḟにᥖࡿࡆ研究開発➼

ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉととࡇࡿࡍᐇ᪋ࢆ

ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ（１）

ᡃࡀᅜ発ࡢ◚ቯ的ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖๰ฟࢆ┠ᣦࠊࡋᚑ᮶ᢏ⾡ࡢᘏ㛗にࡾࡼࠊ࠸࡞

大⫹࡞発᝿に基࡙ࡃᣮᡓ的࡞研究開発（࣒࣮ࣥࢺࢵࣙࢩ）ࢆ推進ࡿࡍととࡶにࠊ産
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≉に⥭要࡞་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢ研究開発ࢆ推進ࡿࡍ஦業ࠋ

開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡（２）

新ᆺࢫࣝ࢖࢘ࢼࣟࢥឤᰁ⑕ࡢࣥࢳࢡ࣡ࡢ᪩ᮇᐇ⏝໬にྥࡓࡅ研究開発➼ࢆ推進

ᨻἲே་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵ⾜❧⊃࡚ࡋ業ົとࡿࡍ஦業（㝃ᖏࡿࡍ （ɔ௨ୗࠕ㹎㹋

㹂㸿ࠖとࡀ（ࠋ࠺࠸἞㦂ࢆ開ጞࡵࡓࡿࡍにᚲ要࡞開発ᡓ␎に㛵ࡿࡍ助ゝ࠺⾜ࢆ業ົ

ࠋ（ࠋࡴྵࢆ

研究開発஦業࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡（３）

௒ᚋ⬣ጾとࡾ࡞ᚓࡿឤᰁ⑕᭷஦にഛࠊ࣡࠼ ࡍと⬟ྍࢆ⤥開発࣭౪࡞㏿㎿ࡢࣥࢳࢡ

ࠊ࣡ࡵࡓࡿ ࢳࢡឤᰁ⑕࣡ࠊ研究開発ࡢ࢕ࢸࣜࢲ新つࣔ࡞革新的ࡿࡍ開発に資ࣥࢳࢡ

ࠋ஦業ࡿࡍ推進ࢆ➼開発ࡢࣥࢳࢡឤᰁ⑕࣡ࠊᛂ⏝研究ࡢ࡬ࣥ

ᙧᡂ஦業ࡢ研究開発ᣐⅬࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡（４）

ᅜ産࣡ࣥࢳࢡ開発ࡢᐇ⌧にྥࡓࡅୡ⏺ࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ研究開発ᣐⅬࡢᙧᡂࠊ研究

開発ᣐⅬにࡿࡅ࠾研究開発➼ࢆ推進ࡿࡍ஦業ࠋ

（５）๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業

ឤᰁ⑕࣭࣡ࣥࢳࢡ἞⒪⸆開発ཬࡧឤᰁ⑕௨እࡢ⑌ᝈにᑐࡿࡍ་⸆ရ➼ࡢ開発に

資ࡿࡍ革新的ࡢ࢕ࢸࣜࢲࣔ࡞ᐇ⏝໬開発࠺⾜ࢆ๰⸆࣮࣋ࣥࣕࢳにᑐࡿࡍᐇ⏝໬ᨭ

᥼ࡴྵࢆ研究開発➼ࢆ推進ࡿࡍ஦業ࠋ

    

  （６）大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ

ᶫΏࡋ研究ᨭ᥼ᶵ㛵（ᶫΏࡋ研究ᨭ᥼ᶵ㛵ㄆ定制度ᐇ᪋要綱（令和３年３月 31

日ᩥ㒊⛉Ꮫ大臣決定）に基࡙ᩥࡁ㒊⛉Ꮫ大臣ࡀㄆ定ࡿࡍ大Ꮫ➼ࢆ（ࠋ࠺࠸ࢆά⏝ࡋ

7
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๓年度ᮎ基金ṧ㧗（a） 596,495 568,847

཰
ධ

ᅜࡢࡽ࠿資金交付㢠 13,758 326

࣭ ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ 375 326

࣭ 開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡ － －

࣭ 研究開発஦࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡

業

－ －

࣭ ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡

࣋ࣝ研究開発ᣐⅬࡢᙧᡂ஦業

－ －

࣭ ๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦

業

－ －

࣭ 大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼ࣉ

࣒ࣛࢢࣟ

－ －

࣭ ་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ 13,383 －

㐠⏝཰ධ 763 －

௚ࡢࡑ 8 －

ྜィ（b） 14,529 326

ᨭ
ฟ

஦業㈝ 42,177 64,048

࣭ ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ 4,888 6,320

࣭ 開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡ 2,282 －

࣭ 研究開発஦࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡

業

16,819 17,000

࣭ ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡

࣋ࣝ研究開発ᣐⅬࡢᙧᡂ஦業

9,872 15,000

࣭ ๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦

業

7,213 20,147

࣭ 大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼ࣉ

࣒ࣛࢢࣟ

1,102 2,793

࣭ ་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ 0 2,788

⟶⌮㈝ － －

ྜィ（c） 42,177 64,048

ᅜᗜ㏉⣡㢠（d） － －

当年度ᮎ基金ṧ㧗（a+b-c-d） 568,847 505,125

（ᅜ㈝┦当㢠ࡕ࠺） （568,084） （504,362）

※ ༢఩ᮍ‶ࢀࡒࢀࡑࢆᅄᤞ஬ධྜࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋィに࠸࡞ࡋ⮴୍࡚࠸࠾ሙྜࠋࡿ࠶ࡀ

8



9

４㸬開発業ົࡢᐇ᪋決定௳ᩘ࣭ᐇ᪋決定㢠

【ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ】

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

5 － 5 1 14

ᐇ᪋決定㢠※

（༢఩：ⓒ୓෇）

5,881 － 3,654 3,777 7,506

※ ዎ⣙㢠（࣒࣮ࣥࢺࢵࣙࢩᆺ研究開発஦業：３年㛫ཪ５ࡣ年㛫ࠊ革新的་⒪ᢏ⾡研究開発推進஦業

（産Ꮫᐁඹྠᆺ）：４年２࠿月㛫２ࠊ年７࠿月㛫２ࠊ年㛫ཪ１ࡣ年㛫）

【開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡】

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

5 15 14 8 6

ᐇ᪋決定㢠※

（༢఩：ⓒ୓෇）

4,015 32,476 9,640 3,731 2,282

※ １年㛫ࡢዎ⣙㢠

【研究開発஦業࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡】

令和３年度※１ 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ※２

（༢఩：௳）

－ 11 18 24

ᐇ᪋決定㢠

（༢఩：ⓒ୓෇）

－ 17,067 18,833 29,381

※１ 令和３年度ࡣබເ開ጞࠊ࠸⾜ࢆ࡛ࡲ令和４年度に᥇ᢥㄢ㢟ࢆ決定ࠋࡓࡋ

※２ ᥇ᢥཪࡣ㏣ຍ交付ࡓࡗ⾜ࢆㄢ㢟ᩘ

【ᙧᡂ஦業ࡢ研究開発ᣐⅬࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡】

令和３年度※１ 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ※２

（༢఩：௳）

－ 11 7 11

ᐇ᪋決定㢠

（༢఩：ⓒ୓෇）

－ 19,713 4,713 14,546

※１ 令和３年度ࡣබເ開ጞࠊ࠸⾜ࢆ࡛ࡲ令和４年度に᥇ᢥㄢ㢟ࢆ決定ࠋࡓࡋ

※２ ᥇ᢥཪࡣ㏣ຍ交付ࡓࡗ⾜ࢆㄢ㢟ᩘ

8

๓年度ᮎ基金ṧ㧗（a） 596,495 568,847

཰
ධ

ᅜࡢࡽ࠿資金交付㢠 13,758 326

࣭ ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ 375 326

࣭ 開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡ － －

࣭ 研究開発஦࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡

業

－ －

࣭ ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡

࣋ࣝ研究開発ᣐⅬࡢᙧᡂ஦業

－ －

࣭ ๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦

業

－ －

࣭ 大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼ࣉ

࣒ࣛࢢࣟ

－ －

࣭ ་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ 13,383 －

㐠⏝཰ධ 763 －

௚ࡢࡑ 8 －

ྜィ（b） 14,529 326

ᨭ
ฟ

஦業㈝ 42,177 64,048

࣭ ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ 4,888 6,320

࣭ 開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡ 2,282 －

࣭ 研究開発஦࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡

業

16,819 17,000

࣭ ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡

࣋ࣝ研究開発ᣐⅬࡢᙧᡂ஦業

9,872 15,000

࣭ ๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦

業

7,213 20,147

࣭ 大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼ࣉ

࣒ࣛࢢࣟ

1,102 2,793

࣭ ་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ 0 2,788

⟶⌮㈝ － －

ྜィ（c） 42,177 64,048

ᅜᗜ㏉⣡㢠（d） － －

当年度ᮎ基金ṧ㧗（a+b-c-d） 568,847 505,125

（ᅜ㈝┦当㢠ࡕ࠺） （568,084） （504,362）

※ ༢఩ᮍ‶ࢀࡒࢀࡑࢆᅄᤞ஬ධྜࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋィに࠸࡞ࡋ⮴୍࡚࠸࠾ሙྜࠋࡿ࠶ࡀ
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【๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業】

令和３年度※ 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

－ 2 9 19

ᐇ᪋決定㢠

（༢఩：ⓒ୓෇）

－ 1,200 7,731 7,557

※ 令和３年度ࡣබເࡢ╔ᡭࠊ࠸⾜ࢆ࡛ࡲ令和４年度に᥇ᢥㄢ㢟ࢆ決定ࠋࡓࡋ

【大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ】

令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

－ 4

ᐇ᪋決定㢠※

（༢఩：ⓒ୓෇）

－ 7,797

※ ་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼ᣐⅬにࡿࡅ࠾య制ᩚഛ࣭ேᮦ⫱ᡂにಀࡿ経㈝５年度ศཬࢬ࣮ࢩࡧ⫱ᡂ

にಀࡿ経㈝３年度ศ

【་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ】

令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

－

ᐇ᪋決定㢠

（༢఩：ⓒ୓෇）

－

５㸬ಖ᭷๭ྜ

基金ࡢ年度ᮎṧ㧗にࠊࡣ࡚࠸ࡘ඲࡚ḟ年度௨㝆ࡢ開発業ົࡵࡓࡢにά⏝ࡇࡿࢀࡉと

とࠊࡵࡓࡿ࡞令和６年度ᮎ᫬Ⅼ࡛ࡢಖ᭷๭ྜ１ࠖࠕࡣとࠋࡿ࡞

<ಖ᭷๭ྜࡢ算定᰿ᣐ> 

（令和６年度ᮎ基金ṧ㧗）÷（令和７年度௨㝆ࡢ開発業ົにᚲ要とࡿ࡞㢠）

６㸬開発業ົࡢ┠ᶆにᑐࡿࡍ㐩ᡂ度

【ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ】

ᆺ研究開発஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ（１）

࣭ ஦業ᴫ要

ᡃࡀᅜ発ࡢ◚ቯ的ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖๰ฟࢆ┠ᣦࠊࡋᚑ᮶ᢏ⾡ࡢᘏ㛗にࡾࡼࠊ࠸࡞大

ࠊ࡚ࡅにྥࢀࡇࠋࡿࡍ推進ࢆ（ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ）研究開発࡞ᣮᡓ的ࡃ発᝿に基࡙࡞⫺

10
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ᶵᵓࡣ㐺ษ࡞ホ౯య制ࢆᵓ⠏ࠊࣉࡋ ࢹ࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍ╩┘的にᣦ᥹୍࣭⤫ࢆ࣒ࣛࢢࣟ

ࢪࣟࣉࡿࡍ推進ࢆ研究開発ㄢ㢟ࠊୖࡢ༠㆟ࡢと（ࠋ࠺࠸㹎㹂ࠖとࠕ௨ୗ）࣮ࢱࢡࣞ࢕

ࡢ㹎㹋ࠊࡣ㑅定ᚋࠋࡿࡍබເ࣭㑅定ࢆ（ࠋ࠺࠸㹎㹋ࠖとࠕ௨ୗ）࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐ࢺࢡ࢙

研究開発ィ⏬❧᱌ࢆᨭ᥼ࡿࡍととࡶにࠊ研究開発ᐇ᪋ᮇ㛫୰ࡣ㹎㹋ࡢάືᨭ᥼ࢆ⾜

ࡶとと࠺⾜ࢆᢕᥱࡢ定ᮇ的に進ᤖ≧ἣࠊにࡽࡉࠋࡿࡍᐇ᪋ࢆᨭ᥼ࡢ研究開発ࠊ࡝࡞࠺

にࠊ୰㛫ホ౯࣭஦ᚋホ౯ࢆ㏻ࠊ࡚ࡌຠᯝ的࡞஦業㐠Ⴀࢆᐇ᪋ࠋࡿࡍ

࣭ 令和６年度ᐇ⦼

ࣈ࢕ࢸ࢔ࢩࢽ࢖ㄆ▱⑕࣭⬻⚄経⑌ᝈ研究開発ࠕ ࠊƫ࡚ࡅ᪩ᮇᐇ⌧にྥࡢࠖ ᵓࠕࠊࡣㄆ

▱⑕ඞ᭹ࡢ࡬ᣮᡓ ࠋƫࡓࡋ開ጞࢆ４ᅇබເ➨ࡢ㹎㹋ࡽ࠿令和６年３月ࠊに࣐࣮ࢸࢆࠖ

ᵓ３ࡣㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࠊࡋ令和６年 11月に研究開発ࢆ開ጞࠊࡓࡲࠋࡓࡋᶵᵓ１➨ࠊࡣᅇ

බເ（令和２年９月開ጞ）３➨ࡽ࠿ᅇබເ（令和４年３月開ጞ）࡛ࡲに᥇ᢥ８ࡓࢀࡉ

ேࡢ㹎㹋ࡢ⮬ᕫホ౯ࢆᐇ᪋ࠊࡋ㹎㹂࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࡸにࡿࡼ㐺ษ࡞助ゝࡽࡉࠋࡓࡗ⾜ࢆ

にࠕࠊ⪁໬ ⳦ෆ⣽⭠ࠕࠖ ࢇࡀࠕࠖ ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ㡿ᇦྜྠࡢࠖࢫ࢖ࣂࢹ࣭࣮ࢧࣥࢭࠕࠖ

ࠊྠࡾࡲ῝ࡀ஫⌮ゎ┦ࡢ研究㡿ᇦ࡛ࡢࢀࡒࢀࡑ㹎㹋㛫࡛ࠊࡾࡼにࢀࡇࠋࡓࡋ開ദࢆ ୍

┠ᶆにᦠࡿࢃ㹎㹋ྠኈࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࠋࡓࡋ௨ୖࢆ⤌ྲྀࡢ㏻ࡌƫࠊ ᵓࠊࡣᮏ஦業ࡀᥖࡆ

2040ࠕᶆ┠ࡿ 年࡛ࡲにࠊ୺要࡞⑌ᝈࢆ予㜵࣭ඞ᭹ࡋ 100 ṓ࡛ࡲ೺ᗣ୙Ᏻࡃ࡞ே生ࢆ

ᴦ࡞ࣝࣈࢼ࢖ࢸࢫࢧࡢࡵࡓࡴࡋ་⒪࣭௓ㆤࢆ࣒ࢸࢫࢩᐇ⌧ （ᶆ７┠ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥࠖ）

にྥࡓࡅ研究開発ࢆ╔ᐇに推進ࠋࡓࡋ

（２）革新的་⒪ᢏ⾡研究開発推進஦業（産Ꮫᐁඹྠᆺ）

࣭ ஦業ᴫ要

༢⊂ࡸ࢔࣑ࢹ࢝࢔ࡢ௻業࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡣに࠸ࡃ研究開発㡿ᇦにࠊ࡚࠸ࡘ」ᩘ年にࢃ

ࡀᚲ要ᛶࡢ་⒪ୖࠊࡾࡼにࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࣥࣉ࣮࢜ࡓࡌ㏻ࢆ産Ꮫᐁ㐃ᦠ࠸ᖜᗈࡿࡓ

㧗ࡃ≉に⥭要とࡓࡗ࡞་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢ研究開発ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡢᩘ「ࠋࡍ大Ꮫ➼

と」ᩘ௻業ࡢ㐃ᦠにࡿࡼ㠀➇த㡿ᇦࡢඹྠ研究ࠊࢆ௻業ࡀᥦ౪ࢫ࣮ࢯࣜࡿࡍとᶵᵓ

とにࡇࡴ㎸ࡁᴟ的にᕳ✚ࢆ⏬ཧࡢࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊࡋᐇ᪋࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ㈝ጤクࡢ

研究ࠋࡿࡍᙉ໬ࢆ࣒ࢸࢫࢩࢥ࢚࣭ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠊ࠸≻ࢆᡂᯝ࡞革新的ࡿ࡞᭦ࠊࡾࡼ

開発ࡢ㏵୰ẁ㝵にࠊࡣ࡚࠸࠾┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㏻ࢆࡋ㐺᫬ホ౯ࠊࡋຠᯝ的࡞஦業㐠Ⴀࢆᐇ

᪋ࠋࡿࡍ

࣭ 令和６年度ᐇ⦼

令和６年度に⾜ࡓࡗᅄḟබເ࡛ࠊࡣᛂເᩘᣑ大ࠊ࣡ࡵࡓࡢ ࠊࡋ開ദࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮

஦業ㄝ᫂ࠊಶู┦ㄯ఍ཬࠊࡧ産Ꮫ㐃ᦠにྥࡓࡅ㛵ಀ⪅にࡿࡼពぢ交᥮ࢵࢭ࣮ࢱࢫ࣏ࡸ

ෆにධᒃࢡ࣮ࣃ࢖࢔༡•ࠊࡸ大Ꮫࠊ࡚ࡋ࿘▱άືと࡞ࡓ新ࠊࡓࡲࠋࡓࡋᐇ᪋ࢆࣥࣙࢩ

22ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋᐇ᪋ࢆㄝ᫂఍ࡢ࡬௻業ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࡸ࢔࣑ࢹ࢝࢔ࡿ࠸࡚ࡋ ௳

ࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫ）௳と３（ࣉ࢖ࢱ࢔࣑ࢹ࢝࢔）௳４ࠊ経࡚ࢆホ౯࡞ཝ正ࠊࡾ࠶ࡀㄳ⏦ࡢ

࡚ࡗࡓ᥇ᢥに当ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ開ጞࢆ研究開発ࡾࡼ令和７年１月ࠊࡋ᥇ᢥࢆ（ࣉ࢖ࢱࣉ

10

【๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業】

令和３年度※ 令和４年度 令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

－ 2 9 19

ᐇ᪋決定㢠

（༢఩：ⓒ୓෇）

－ 1,200 7,731 7,557

※ 令和３年度ࡣබເࡢ╔ᡭࠊ࠸⾜ࢆ࡛ࡲ令和４年度に᥇ᢥㄢ㢟ࢆ決定ࠋࡓࡋ

【大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ】

令和５年度 令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

－ 4

ᐇ᪋決定㢠※

（༢఩：ⓒ୓෇）

－ 7,797

※ ་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼ᣐⅬにࡿࡅ࠾య制ᩚഛ࣭ேᮦ⫱ᡂにಀࡿ経㈝５年度ศཬࢬ࣮ࢩࡧ⫱ᡂ

にಀࡿ経㈝３年度ศ

【་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ】

令和６年度

ᐇ᪋決定௳ᩘ

（༢఩：௳）

－

ᐇ᪋決定㢠

（༢఩：ⓒ୓෇）

－

５㸬ಖ᭷๭ྜ

基金ࡢ年度ᮎṧ㧗にࠊࡣ࡚࠸ࡘ඲࡚ḟ年度௨㝆ࡢ開発業ົࡵࡓࡢにά⏝ࡇࡿࢀࡉと

とࠊࡵࡓࡿ࡞令和６年度ᮎ᫬Ⅼ࡛ࡢಖ᭷๭ྜ１ࠖࠕࡣとࠋࡿ࡞

<ಖ᭷๭ྜࡢ算定᰿ᣐ> 

（令和６年度ᮎ基金ṧ㧗）÷（令和７年度௨㝆ࡢ開発業ົにᚲ要とࡿ࡞㢠）

６㸬開発業ົࡢ┠ᶆにᑐࡿࡍ㐩ᡂ度

【ᆺ研究開発➼஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ】

ᆺ研究開発஦業ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ（１）

࣭ ஦業ᴫ要

ᡃࡀᅜ発ࡢ◚ቯ的ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖๰ฟࢆ┠ᣦࠊࡋᚑ᮶ᢏ⾡ࡢᘏ㛗にࡾࡼࠊ࠸࡞大

ࠊ࡚ࡅにྥࢀࡇࠋࡿࡍ推進ࢆ（ࢺࢵࣙࢩ࣮࣒ࣥ）研究開発࡞ᣮᡓ的ࡃ発᝿に基࡙࡞⫺

11
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⏬ཧ࡞ຠᯝ的ࠊࢀධࡾྲྀࢆ࣒࣮࢟ࢫ㈈ົ೺඲ᛶ☜ㄆࡿࡍ௻業にᑐࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊࡣ

ࠋࡓࡋᐇ᪋ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢡࢫ㈈ົࣜࡢࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫ

ඹ㏻基┙ᢏ⾡ࢆᵓ⠏ࡋ♫఍ᐇ⿦に⧅ࡿࡆと࠺࠸஦業㊃᪨に㚷ࠊࡳ産Ꮫ㐃ᦠにಀࡿ

㧗࠸▱ぢࢆ᭷ࡿࡍேᮦ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ࣭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢆ（௨ୗࠕ㹎㹁ࠖとࠋ࠺࠸）

と࡚ࡋᶵᵓෆに㓄置ࠊࡋక㉮ᨭ᥼ࢆෆ〇໬ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ令和６年度ࡣ㹎㹁ࢆቑဨࠊࡋ

ᨭ᥼య制ࢆᙉ໬ࠋࡓࡋ㹎㹁ࠊࣉࡣ ࡿࡍ᥇ᢥㄢ㢟にᑐࠊࡅ推進にྥ࡞⁥෇ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟ

௻業࣭࢔࣑ࢹ࢝࢔༠業ࡢ෇࡞⁥推進ࠊࡸ研究進ᤖ⟶⌮ࠊ♫఍ᐇ⿦にྥࡓࡅ▱㈈࣭ฟཱྀ

ᡓ␎⟇定➼ࠊࢆಠ▔的࡞どⅬࡽ࠿ᨭ᥼ࠋࡓࡋ

【開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡】

࣭ ஦業ᴫ要

新ᆺࢫࣝ࢖࢘ࢼࣟࢥឤᰁ⑕ࡢឤᰁᣑ大ࢆ᰿ᮏ的にゎ決ࠊࡵࡓࡿࡍ᭷ຠࣥࢳࢡ࣡࡞

ࡿ⮳生産にࠊ஦⏦ㄳ⸆ࠊᗋヨ㦂⮫ࡽ࠿基♏研究ࠊࡾ࠶ㄢ㢟࡛ࡢඃඛ᭱ࡣ開発࣭ᬑཬࡢ

඲㐣⛬ࡢຍ㏿໬にࡾࡼᐇ⏝໬ࢆ┠ᣦࡍᚲ要ࡇࡿ࠶ࡀとࠊࡽ࠿ᶵᵓࡣ新ᆺ࢖࢘ࢼࣟࢥ

ࠊ୍ࡓࡲࠋࡿࡍ推進ࡾࡼ産Ꮫᐁඹྠにࢆ研究開発ࡓࡅᐇ⏝໬にྥࡢࣥࢳࢡ࣡ࢫࣝ ࡶ้

᪩ࡢࣥࢳࢡ࣡࠸ᐇ⏝໬にྥࡓࡅ研究開発ࢆຍ㏿ࠊࡵࡓࡿࡏࡉ㧗度࡞▱ぢࢆ᭷ࡿࡍᑓ

㛛ᐙࡸ஦業㛵ಀ省࡝࡞㛵ಀ⪅ྠ୍ࡀに㞟ࠊࡾࡲ┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㏻ࢆࡋ㐺᫬ホ౯ࡋƫࠊ ື

的࡞ㄢ㢟⟶⌮࣭㐠Ⴀࠋ࠺⾜ࢆ

  ࣭ 令和６年度ᐇ⦼

ᶵື的࡞ㄢ㢟⟶⌮࣭㐠Ⴀయ制ࡢ⥔ᣢ࣭⥅⥆ࠋࡓࡗ⾜ࢆලయ的にࠊࡣᮏ஦業にࡿࡅ࠾

᭱ᚋࡢㄢ㢟㐠Ⴀጤဨ఍ࢆ開ദࡋ（令和２年度௨㝆15ࠊᅇ開ദ）ྛࠊ研究ᶵ㛵ࡢㄢ㢟進

ᤖࡢᢕᥱ࣭⟶⌮ࡇ࠺⾜ࢆとにࠊࡾࡼ⛉Ꮫ的にጇ当࡞研究開発と࠺ࡼࡿ࡞にດࡲࠋࡓࡵ

ྠࡀ஦業ᢸ当ࡢㄯ業ົにᶵᵓ┦ࡿࡍ஦つ制に㛵⸆࠺⾜࡚ࡋ௻業にᑐࡀ㹎㹋㹂㸿ࠊࡓ

ᖍࠊࡋ┦ㄯࡀ෇⁥に進࠺ࡼࡴᨭ᥼ࡽࡉࠋࡓࡋにࠊᾏእࣥࢳࢡ࣡ࡢ開発ࡢ≧ἣࡸᅜෆࡢ

ࠊ࡚ࡋ៖⪄ࡶឤᰁ≧ἣࡢឤᰁ⑕ࢫࣝ࢖࢘ࢼࣟࢥ新ᆺ࡞୰㛗ᮇ的ࡢ஦ᢎㄆᚋ⸆ࣥࢳࢡ࣡

௒ᚋᚲ要にࡿ࡞ኚ␗ᰴᑐᛂ࣡ࣥࢳࢡにࡶ࡚࠸ࡘᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡢࡑࠋࡓࡋ⤖ᯝࠊᢎㄆ஦㡯

୍㒊ኚ᭦ᢎㄆࡴྵࢆ⸆஦ᢎㄆ３௳（➨୍୕ඹᰴᘧ఍♫ࠊṊ⏣⸆ရᕤ業ᰴᘧ఍♫：࣑࢜

ࢡ࣡ࡿࡍሷ㔝⩏〇⸆ᰴᘧ఍♫：㉳※ᰴにᑐࠊࣥࢳࢡ࣡ࡿࡍᰴ㹈㹌㸬１⣔⤫にᑐࣥࣟࢡ

ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀᡂᯝࡓࡅᐇ⏝໬にྥࡢࣥࢳࢡと࣡（ࣥࢳ

ࢆ஦ᚋホ౯ࡢ௳６ࡓࡋと令和６年度にᨭ᥼௳２ࡓࡋ令和５年度に⤊஢ࠊ࡚࠼ࢃࡃ

඲࡚ࡓࡋᮏ஦業࡛ᨭ᥼ࠊࡋに࠿ࡽ᫂ࢆ➼ᡂᯝࠊ開発ᐇ᪋≧ἣࡢㄢ㢟ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࠸⾜

ࠋࡓࡋ᏶஢ࢆ஦ᚋホ౯ࡢㄢ㢟ࡢ

【研究開発஦業࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡】

  ࣭ ஦業ᴫ要

    ௒ᚋ⬣ጾとࡾ࡞ᚓࡿឤᰁ⑕᭷஦にഛࠊ࣡࠼ ࡿࡍと⬟ྍࢆ⤥開発࣭౪࡞㏿㎿ࡢࣥࢳࢡ

12



13

➼⏝ᛂࡢ࡬ࣥࢳࢡឤᰁ⑕࣡ࡸ࢕ࢸࣜࢲ新つࣔ࡞革新的ࡿࡍ開発に資ࣥࢳࢡ࣡ࠊࡵࡓ

に࣮ࢱࣥࢭ␎ඛ進的研究開発ᡓࡣᶵᵓࠊࡽ࠿とࡇࡿ࠶ࡀᚲ要ࡿࡍ推進ࢆ研究開発ࡢ

ࠊ࡚࣡࠸࠾ ࠋྠࡿࡍ推進ࢆ研究開発஦業࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ ஦業に࣡ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾

␎開発࣭生産య制ᙉ໬ᡓࣥࢳࢡ （ࠖ令和３年６月１日㛶㆟決定ࠋ௨ୗࣥࢳࢡ࣡ࠕᡓ␎ࠖ

とࢆ（ࠋ࠺࠸㋃ࠊ࠼ࡲᅜෆእにࡿࡅ࠾㛵㐃ศ㔝ࡢ研究開発≧ἣࢆᢕᥱ࣭ศᯒࠊࡋᡓ␎

的࡞資金㓄ศ➼ࢆ㏻ࡓࡌ革新的࡞新つࣔࡢ࢕ࢸࣜࢲ研究開発ࢆ推進ࡿࡍととࡶにࠊ

ࡲࠋࡿࡍ推進ࢆ研究開発ࡢ࡝࡞ᗋヨ㦂⮫ࡢ࡛ࡲ┦ϩ➨ࡸᛂ⏝研究ࡿࡍに㛵ࣥࢳࢡ࣡

࣭⥆⥅ࡢ研究開発ࠊࡋ㐺᫬ホ౯ࢆࡋぢ㏻ࡢᶆ㐩ᡂ┠ࠊࡣ࡚ࡗࡓ推進に当ࡢ研究開発ࠊࡓ

ᣑ඘࣭୰Ṇࢆ࡝࡞決定ࠋࡿࡍ

࣭ 令和６年度ᐇ⦼

新つࣔ࢕ࢸࣜࢲᯟ（␗ศ㔝ཧධಁ進ᆺ）ࡢබເにࠊ࡚࠸࠾㎿㏿ࣥࢳࢡ࣡࡞開発ࢆᐇ

᥇௳６ࢆ研究開発ㄢ㢟ࠊ➼ࣥࢳࢡ࣡⓶経ࡸࣥࢳࢡ࣡ࢪ࣮࢓ࣇࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛⌧

ᢥࠋࡓࡋ

᥇ᢥㄢ㢟にᑐࠊࡣ࡚ࡋᑓ௵ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ （࣮௨ୗࠕ㹎㹑 とࠖࠋ࠺࠸）

ࢆ୰ᚰに⌧ᆅゼၥࢆࢺࢫ࣎ࣟࣉࡿ࠶࡛ 18ᅇࠊ㠃ㄯࢆ 115ᅇᐇ᪋ࠊ࡝࡞ࡿࡍ⥥ᐦ࡞進

ᤖ⟶⌮ࠊక㉮ᨭ᥼࠺⾜ࢆととࡶにࢆࢺࢫ࣎ࣟࣉࠊ୰ᚰとࡓࡋホ౯に基࡙ࡃ Go/No-Go

ࠊにྛࡽࡉࠋࡓࡋᐇ᪋ࢆ⌮⟶ㄢ㢟࡞ᶵື的ࡢ➼ุ᩿ ᥇ᢥㄢ㢟ࢬ࣮ࢽࡢにᛂ࡚ࡌ≉チㄪ

ᰝࡸ▱㈈࣐ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿᐇ᪋ࠊࡋ᥇ᢥㄢ㢟ࡢ▱㈈ᡓ␎᳨ࡢウに㈉⊩ࠋࡓࡋ

令和ࠊにࡵࡓࡢቃᵓ⠏⎔ࡿࡍと⬟ྍࢆ開発ࣥࢳࢡ࣡࡞㏿㝿に㎿ࡢឤᰁ⑕᭷஦ࠊࡓࡲ

５年度ᮎにタ置ࡓࡋឤᰁ⑕᭷஦᳨ウࣉ࣮ࣝࢢに࡚࠸࠾⑓ཎయ㍺㏦に㛵ࢆ⩦₇ࡿࡍᐇ

᪋ࠋࡓࡋ㆙ᐹ➼ࡢ༠ຊࡶࡢと㍺㏦ᡭ㡰➼ࡢぢ┤ࡸࡋ㎿㏿໬ࢆᅗࡇࡿとにࠊࡾࡼ⑓ཎయ

ࠋࡓࡋ⌧ᐇࢆ⦰▷ࡢᮇ㛫ࡢ࡛ࡲ㏦᏶஢㍺ࡧཬࡁ⥆ᡭࡿ㏦にಀ㍺ࡢ

【ᙧᡂ஦業ࡢ研究開発ᣐⅬࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ⏺ୡࡢࡵࡓࡢ開発ࣥࢳࢡ࣡】

  ࣭ ஦業ᴫ要

    ឤᰁ⑕᭷஦にࡿࡅ࠾㎿㏿ࣥࢳࢡ࣡࡞開発ࠊࡵࡓࡢ⊂❧ᛶ࣭⮬ᚊᛶࢆ☜ಖࡓࡋᰂ㌾࡞

㐠⏝ࢆᐇ⌧ࠊࡋୡ⏺ࡢ研究⪅ࢆច࡛ࡲࢀࡇࠊࡿࡅࡘࡁに࠸࡞ୡ⏺ࡢࣝ࣋ࣞࣉࢵࢺ研究

開発ᣐⅬࢆ୰᰾とࠊ࡚ࡋᖹ᫬ࡽ࠿ឤᰁ⑕ศ㔝に␃࠸࡞ࡽࡲከᵝ࡞研究開発ཬࡢࡑࡧ

⎔ቃᩚࡢഛಁࢆ進ࡿࡍᚲ要ࡇࡿ࠶ࡀとࠊࡽ࠿ᶵᵓࣥࢳࢡ࣡ࡣ開発ࡵࡓࡢୡ⏺ࣉࢵࢺ

ࣞ࣋ࣝ研究開発ᣐⅬࡢᙧᡂ஦業ࢆ推進ࠋྠࡿࡍ ஦業にࠊ࣡ࡣ࡚࠸࠾ ࡲ㋃ࢆ␎ᡓࣥࢳࢡ

（ࠋࡌ௨ୗྠࠋᣐⅬࡿࡁᮇᚅ࡛ࡀຠᯝ࣮ࢪࢼࢩᣐⅬとࣉࢵࢩࢢࢵࣛࣇ）研究開発ᣐⅬࠊ࠼

研ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᙉ໬࣭ಁ進ࢆ㛵㐃研究ࡓ࠼ぢᤣࢆฟཱྀࠊにࡶとと࠺⾜ࢆ➼య制ᩚഛࡢ

究開発ࡢ推進に当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㏻ࢆࡋ㐺᫬ホ౯ࠊࡋ研究開発ࡢ⥅⥆࣭ ᣑ඘࣭

୰Ṇࢆ࡝࡞決定ࠋࡿࡍ

  ࣭ 令和６年度ᐇ⦼

    㹆５㹌１㧗⑓ཎᛶ㫽ࡢࢫࣝ࢖࢘ࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖ᛶ≧ゎᯒࡢ㏣ຍᨭ᥼➼ࡢႚ⥭ᛶࡢ
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⏬ཧ࡞ຠᯝ的ࠊࢀධࡾྲྀࢆ࣒࣮࢟ࢫ㈈ົ೺඲ᛶ☜ㄆࡿࡍ௻業にᑐࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊࡣ

ࠋࡓࡋᐇ᪋ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢡࢫ㈈ົࣜࡢࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫ

ඹ㏻基┙ᢏ⾡ࢆᵓ⠏ࡋ♫఍ᐇ⿦に⧅ࡿࡆと࠺࠸஦業㊃᪨に㚷ࠊࡳ産Ꮫ㐃ᦠにಀࡿ

㧗࠸▱ぢࢆ᭷ࡿࡍேᮦ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ࣭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࢆ（௨ୗࠕ㹎㹁ࠖとࠋ࠺࠸）

と࡚ࡋᶵᵓෆに㓄置ࠊࡋక㉮ᨭ᥼ࢆෆ〇໬ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ令和６年度ࡣ㹎㹁ࢆቑဨࠊࡋ

ᨭ᥼య制ࢆᙉ໬ࠋࡓࡋ㹎㹁ࠊࣉࡣ ࡿࡍ᥇ᢥㄢ㢟にᑐࠊࡅ推進にྥ࡞⁥෇ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟ

௻業࣭࢔࣑ࢹ࢝࢔༠業ࡢ෇࡞⁥推進ࠊࡸ研究進ᤖ⟶⌮ࠊ♫఍ᐇ⿦にྥࡓࡅ▱㈈࣭ฟཱྀ

ᡓ␎⟇定➼ࠊࢆಠ▔的࡞どⅬࡽ࠿ᨭ᥼ࠋࡓࡋ

【開発推進஦業ࣥࢳࢡ࣡】

࣭ ஦業ᴫ要

新ᆺࢫࣝ࢖࢘ࢼࣟࢥឤᰁ⑕ࡢឤᰁᣑ大ࢆ᰿ᮏ的にゎ決ࠊࡵࡓࡿࡍ᭷ຠࣥࢳࢡ࣡࡞

ࡿ⮳生産にࠊ஦⏦ㄳ⸆ࠊᗋヨ㦂⮫ࡽ࠿基♏研究ࠊࡾ࠶ㄢ㢟࡛ࡢඃඛ᭱ࡣ開発࣭ᬑཬࡢ

඲㐣⛬ࡢຍ㏿໬にࡾࡼᐇ⏝໬ࢆ┠ᣦࡍᚲ要ࡇࡿ࠶ࡀとࠊࡽ࠿ᶵᵓࡣ新ᆺ࢖࢘ࢼࣟࢥ

ࠊ୍ࡓࡲࠋࡿࡍ推進ࡾࡼ産Ꮫᐁඹྠにࢆ研究開発ࡓࡅᐇ⏝໬にྥࡢࣥࢳࢡ࣡ࢫࣝ ࡶ้

᪩ࡢࣥࢳࢡ࣡࠸ᐇ⏝໬にྥࡓࡅ研究開発ࢆຍ㏿ࠊࡵࡓࡿࡏࡉ㧗度࡞▱ぢࢆ᭷ࡿࡍᑓ

㛛ᐙࡸ஦業㛵ಀ省࡝࡞㛵ಀ⪅ྠ୍ࡀに㞟ࠊࡾࡲ┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㏻ࢆࡋ㐺᫬ホ౯ࡋƫࠊ ື

的࡞ㄢ㢟⟶⌮࣭㐠Ⴀࠋ࠺⾜ࢆ

  ࣭ 令和６年度ᐇ⦼

ᶵື的࡞ㄢ㢟⟶⌮࣭㐠Ⴀయ制ࡢ⥔ᣢ࣭⥅⥆ࠋࡓࡗ⾜ࢆලయ的にࠊࡣᮏ஦業にࡿࡅ࠾

᭱ᚋࡢㄢ㢟㐠Ⴀጤဨ఍ࢆ開ദࡋ（令和２年度௨㝆15ࠊᅇ開ദ）ྛࠊ研究ᶵ㛵ࡢㄢ㢟進

ᤖࡢᢕᥱ࣭⟶⌮ࡇ࠺⾜ࢆとにࠊࡾࡼ⛉Ꮫ的にጇ当࡞研究開発と࠺ࡼࡿ࡞にດࡲࠋࡓࡵ

ྠࡀ஦業ᢸ当ࡢㄯ業ົにᶵᵓ┦ࡿࡍ஦つ制に㛵⸆࠺⾜࡚ࡋ௻業にᑐࡀ㹎㹋㹂㸿ࠊࡓ

ᖍࠊࡋ┦ㄯࡀ෇⁥に進࠺ࡼࡴᨭ᥼ࡽࡉࠋࡓࡋにࠊᾏእࣥࢳࢡ࣡ࡢ開発ࡢ≧ἣࡸᅜෆࡢ

ࠊ࡚ࡋ៖⪄ࡶឤᰁ≧ἣࡢឤᰁ⑕ࢫࣝ࢖࢘ࢼࣟࢥ新ᆺ࡞୰㛗ᮇ的ࡢ஦ᢎㄆᚋ⸆ࣥࢳࢡ࣡

௒ᚋᚲ要にࡿ࡞ኚ␗ᰴᑐᛂ࣡ࣥࢳࢡにࡶ࡚࠸ࡘᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡢࡑࠋࡓࡋ⤖ᯝࠊᢎㄆ஦㡯

୍㒊ኚ᭦ᢎㄆࡴྵࢆ⸆஦ᢎㄆ３௳（➨୍୕ඹᰴᘧ఍♫ࠊṊ⏣⸆ရᕤ業ᰴᘧ఍♫：࣑࢜

ࢡ࣡ࡿࡍሷ㔝⩏〇⸆ᰴᘧ఍♫：㉳※ᰴにᑐࠊࣥࢳࢡ࣡ࡿࡍᰴ㹈㹌㸬１⣔⤫にᑐࣥࣟࢡ

ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀᡂᯝࡓࡅᐇ⏝໬にྥࡢࣥࢳࢡと࣡（ࣥࢳ

ࢆ஦ᚋホ౯ࡢ௳６ࡓࡋと令和６年度にᨭ᥼௳２ࡓࡋ令和５年度に⤊஢ࠊ࡚࠼ࢃࡃ

඲࡚ࡓࡋᮏ஦業࡛ᨭ᥼ࠊࡋに࠿ࡽ᫂ࢆ➼ᡂᯝࠊ開発ᐇ᪋≧ἣࡢㄢ㢟ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࠸⾜

ࠋࡓࡋ᏶஢ࢆ஦ᚋホ౯ࡢㄢ㢟ࡢ

【研究開発஦業࢕ࢸࣜࢲ新つ࣭ࣔࣥࢳࢡ࣡】

  ࣭ ஦業ᴫ要

    ௒ᚋ⬣ጾとࡾ࡞ᚓࡿឤᰁ⑕᭷஦にഛࠊ࣡࠼ ࡿࡍと⬟ྍࢆ⤥開発࣭౪࡞㏿㎿ࡢࣥࢳࢡ
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㧗࠸研究ィ⏬ኚ᭦ࢆ㹎㹑ཬࡀ࣮ࢧ࢕ࣇ࣒࢜ࣛࢢࣟࣉࡧᶵື的にᢎㄆ࡝࡞ࡿࡍ㎿㏿に

ᑐᛂࠊࡋឤᰁ⑕᭷஦ࢆぢᤣࡢࣥࢳࢡ࣡ࠊࡓ࠼研究開発ࢆ推進ࠋࡓࡋ

推ࢆ研究開発ࡢࢬ࣮ࢩࡢ࢕ࢸࣜࢲ新つࣔࡸࣥࢳࢡ࣡ࡢ研究開発ᣐⅬ࡛ከᩘࡢࡘ５

進ࠊࡋᮏ஦業࡛開発ࡓࢀࡉ研究࣭ࣥࢳࢡ࣡ࡀ௳２ࡢࢬ࣮ࢩ新つࣔ࢕ࢸࣜࢲ研究開発஦

業にᑟฟࠊ࣡࡝࡞ࡿࢀࡉ 研究開ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ進ᒎࡀ研究開発ࡓࡅᐇ⏝໬にྥࡢࣥࢳࢡ

発ᣐⅬࡢឤᰁ⑕࣡ࡢࣥࢳࢡ研究⪅ࡢ㞟✚ࡸேᮦ⫱ᡂࡴྵࢆ研究推進య制ᩚഛࡢ進ᒎ

にకࠊ࠸ཧ⏬研究⪅ᩘࡣ研究開発開ጞᚋࠊ㡰ㄪにቑຍࠋࡿ࠸࡚ࡋ

令和４年度に᥇ᢥࡢࡘ５ࡓࡋ研究開発ᣐⅬཬࢺ࣮࣏ࢧࡢࡘ６ࡧᶵ㛵にᑐ࡚ࡋ୰㛫

ホ౯ࢆᐇ᪋ࠊࡋホ౯࡛ᣦ᦬ࡓࢀࡉ஦㡯ࢆ研究ィ⏬➼ࡢぢ┤ࡋに཯ᫎࠋࡓࡋ

【๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業】

  ࣭ ஦業ᴫ要

   大Ꮫ➼ࡢඃࡓࢀ研究ᡂᯝࡸ๰⸆ࢆࢬ࣮ࢩᐇ⏝໬にࡵࡓࡿࡆ࡞ࡘにࠊࡣ๰⸆࣋ࣥࢳ

ࡗࡼᑐ㇟ᕷሙにࡸ⑌ᝈࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ᚲ要࡛ࡀᨭ᥼ࡢࡵࡓࡢࡑࠊࡸᡂ⫱࡞㛗ᮇ的ࡢ࣮ࣕ

๰⸆ศ㔝にᣢ⥆的ࡿࡍ要ࢆに㛗ᮇ㛫࡛ࡲᅇ཰ࡢᢞ資ࠊࡃపࡀ⋠┈཰ࡿࢀࡉᮇᚅࡣ࡚

ࢱࣆ࣮ࣕ࢟ࣕࢳ࡛ࣥ࣋ࡲࢀࡇࠊࡣにࡵࡓࡴ㎸ࡧ࿧ࢆᢞ資࡞ （ࣝ௨ୗࠕ㹔㹁 とࠖࠋ࠺࠸）

ฟ資ࡢቑ大にຠᯝ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡓࡗ࠶ࡢᨭ᥼⟇ࢆཧ⪃にࡘࡘࡋᨭ᥼ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

㹔ࠊ発᥀࣭⫱ᡂࡢ࣮ࣕࢳඃⰋ࣋ࣥࡓࡋ࠿άࢆຊࡁ฼┠ࡢ➼㹔㹁ࠊࡣලయ的にࠋࡿ࠶࡛

㹁➼ࡢᢞ資⬟ຊ࣭つᶍࡢᣑ大ࠊୖྥࡢ࣮ࣥࢱࣜࠊ㐃⥆㉳業ᐙ（ࣞࣉࣞࢺࣥ࢔ࣝ࢔ࣜࢩ

ࠊᡃࡵྵࢆᡂ⫱ࡢ（࣮ࢼ ᅗࢆࡆᗏୖࡢ඲య࣒ࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳࣥ࣋⸆๰ࡿࡅ࠾ᅜにࡀ

ࠊƫࡽ࠿とࡇࡿ࠶ࡀᚲ要ࡿ ᵓࡣ๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業ࢆ推進ࠋྠࡿࡍ

஦業にࠊ࣡ࡣ࡚࠸࠾ ࢡឤᰁ⑕࡚࣡ࡋ࠿άࢆຊࡁ฼┠ࡢㄆ定㹔㹁ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ␎ᡓࣥࢳࢡ

࡞革新的ࡿࡍ開発に資ࡢ➼་⸆ရࡿࡍ⑌ᝈにᑐࡢឤᰁ⑕௨እࡧ἞⒪⸆開発ཬ࣭ࣥࢳ

ᐇ⏝໬開ࠊࡓࡲࠋ࠺⾜ࢆᨭ᥼࡚ࡋにᑐ࣮ࣕࢳࣥ࣋⸆๰࠺⾜ࢆᐇ⏝໬開発ࡢ࢕ࢸࣜࢲࣔ

発ࡢ推進に当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㏻ࢆࡋ㐺᫬ホ౯ࠊࡋᐇ⏝໬開発ࡢ⥅⥆࣭ᣑ඘࣭

୰Ṇࢆ࡝࡞決定ࠋࡿࡍ

࣭ 令和６年度ᐇ⦼

   㹔㹁බເにࠊࡣ࡚࠸ࡘ㹔㹁ࡢ資金ㄪ㐩⬟ຊ௨እにᅜෆእ࡛ࢢࣥࢩ࣮ࢯࡢཬࣥࣁࡧ

⊃࡞⬟ከᵝᛶにᑐᛂྍࡢࢻ࢖ࢧᢞ資ࠊ࠸⾜ࢆᑂᰝࡓ࠼ຍࢆほⅬࡢ➼ຊ⬟ࠊ⦼ᐇࣥ࢜ࢬ

❧⣔ࠊ金⼥⣔࢔࣑ࢹ࢝࢔ࠊ⣔ཬࡧᾏእ⣔ࡢ㹔㹁４➨ࢆᅇබເ࡛５♫５➨ࠊᅇබເ࡛２

඲♫９࠸⾜ࢆ୰㛫ホ౯࡚࠸ࡘ㹔㹁にࡓࡋ２ᅇබເ࡛ㄆ定➨ࠊにࡶととࡿࡍ᥇ᢥࢆ♫

ࠋࡓࡋ᭦新ࢆㄆ定ࡢ࡚

    ๰⸆࣮࣋ࣥࣕࢳබເにࠊࡣ࡚࠸ࡘ๰⸆࣋ࣥࡢ࣮ࣕࢳ༑ศ࡞኎ୖࡸᡂ㛗ࢆᅗࡿᨻ⟇

┠的ࡀ༑ศに཯ᫎ࠺ࡼࡿࢀࡉ୺ົᐁᗇと⥭ᐦに㐃ᦠࠊࡋᾏእᕷሙ࡛ࡢ஦業໬と日ᮏ

ᅜෆࡢ࡬ᡂᯝࡢ㑏元࠺⾜ࢆィ⏬ࢆ᭷ࡿࡍ๰⸆࣋ࣥࢆ࣮ࣕࢳ✚ᴟ的に᥇ᢥ࡛࠺ࡼࡿࡁ

ホ౯㡯┠➼ࢆ定ࠊࡵィ４ᅇࡢබເ࡛ １ࡓࡋ令和４年度に᥇ᢥࠊ࠿࡯ࡓࡋ᥇ᢥࢆ௳19
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௳ཬࡧ令和５年度に᥇ᢥ２ࡓࡋ௳に࡚࠸ࡘ୰㛫ホ౯（ࢺ࣮ࢤࢪ࣮ࢸࢫᑂᰝ）ࢆᐇ᪋ࡋ

ࠋࡓ

【大Ꮫ発་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ】

  ࣭ ஦業ᴫ要

大Ꮫ発ࠊࡣࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫ革新的࡞་⸆ရࡸ་⒪ᶵჾ➼ࡢ開発࣭産業発ᒎに࡚࠸࠾

௚ศࠊ࡝࡞つ制ᑐᛂࡢ➼἞㦂ࡣ࡚࠸࠾ᐇ⏝໬にࠊࡀࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ࣮ࣖ࢖ࣞࣉ࡞ᚲ要ࡶ

㔝に࠸࡞ࡣ≉Ṧᛶࢆ㋃ࡓ࠼ࡲᨭ᥼ࡀ୙ྍḞ࡛ࡇࡿ࠶とࠊࡽ࠿大Ꮫ発་⒪⣔ࢺ࣮ࢱࢫ

ࠋྠࡿࡍ推進ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉᨭ᥼ࣉࢵ࢔ ஦業にࠊࡣ࡚࠸࠾་⸆ရ➼ࡢᐇ⏝໬ᨭ᥼に࠸ࡘ

ࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫ大Ꮫ発་⒪⣔ࠊࡋ⏝άࢆ研究ᨭ᥼ᶵ㛵ࡋᶫΏࡿ࠶ࡢ⦼とᐇ࢘ࣁ࢘ࣀ࡚

ࠊにࡶととࡿࡍഛᩚࢆయ制ࡢࡵࡓ࠺⾜ࢆ➼క㉮ᨭ᥼ࡢࡽ࠿ᑓ㛛的ぢᆅࡿ㉳業にಀࡢࣉ

㠀⮫ᗋ研究➼にᚲ要ࡢ⏝㈝࡞ᨭ᥼ࠊ་⒪ࢆࢬ࣮ࢽᤊ࡚࠼㉳業ࢆ┠ᣦࡍⱝᡭேᮦࡢ発

᥀࣭⫱ᡂࢆᐇ᪋ࡢ࡬ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊࡓࡲࠋࡿࡍᨭ᥼ࡢ推進にࠊࡣ࡚࠸࠾㐺᫬┠ᶆ㐩

ᡂࡢぢ㏻ࢆࡋホ౯ࡢ࡬ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊࡋᨭ᥼ࡢ⥅⥆࣭ᣑ඘࣭୰Ṇࢆ࡝࡞決定ࠋࡿࡍ

࣭ 令和６年度ᐇ⦼

令和５年度ᮎに開ጞࡓࡋ་⒪⣔ࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫᨭ᥼ᣐⅬࡢබເにࠊ࡚࠸࠾令和６

年８月にᶫΏࡋ研究ᨭ᥼ᶵ㛵４ࡕ࠺ࡢᶵ㛵ࢆ᥇ᢥࠊࡋ令和６年 10月ࡽ࠿஦業ࢆ開ጞ

令和６年ࡣ᥇ᢥᶵ㛵ࠋࡓࡋ 11月ࡽ࠿㡰ḟࡢࢬ࣮ࢩබເࢆ開ጞࠊࡋ令和７年３月ᮎࡲ

࡛に４ᶵ㛵࡛ィ 㐃ᦠᶵ㛵ࡢᅜෆእࠊにࡶととࡿࡍ開ጞࢆ஦業໬ᨭ᥼ࠊࡋ᥇ᢥࢆ௳16

と༠ຊ࡚ࡋⱝᡭேᮦࡢ発᥀࣭⫱ᡂࡸ་⒪に≉໬࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔ࡓࡋ⫱ᡂࣛࢢࣟࣉ

ࠋࡓࡋ開ጞࢆ࣒

ࠊᡤ⟶省ƫࠊࡓࡲ ᵓ୪ࡧに඲᥇ᢥᶵ㛵ࡢᣐⅬ㛗ཬࡧᢸ当⪅➼࡛ᵓᡂࡿࢀࡉ㐃ᦠ推進

఍㆟ࢆタ置ࠊࡋ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠにࡿࡼ஦業᪉㔪᳨ࡢウࡢࢬ࣮ࢩࠊ┠฼ࡸࡁక㉮ᨭ᥼に

ᚲ要ࡢ➼࢘ࣁ࢘ࣀ࡞᝟ሗඹ᭷➼ࢆࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊ࠸⾜ࢆ௓࡚ࡋᐇ⏝໬ࢆ┠ᣦࢩࡍ

ࠋࡓࡋᵓ⠏ࢆయ制ࡿࡍᨭ᥼࡚ࡋ㐃ᦠࢆࢬ࣮

【་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ】

  ࣭ ஦業ᴫ要

་Ꮫ⣔研究ࠊࡣᅜẸࡢ೺ᗣᑑ࿨ࡢᘏఙに┤᥋的に㈉⊩ࡿࡍととࡶにࠊ๰⸆ຊୖྥࡢ

ᅜ࡞ᑐ的┦ࠊ᪉୍ࡿ࠶研究㡿ᇦ࡛࡞㔜要ࡿࡍ⤖┤ࡶ産業➇தຊにࡢᅜࡀᡃࡌ㏻ࢆ➼

㝿➇தຊࡢపୗࡀ༴᝹ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ་Ꮫ⣔研究ຊࡢᙉ໬ࢆᅗࡿᚲ要ࡇࡿ࠶ࡀとࠊࡽ࠿

་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉ推進ࠋྠࡿࡍ ஦業にࠊࡣ࡚࠸࠾研究⪅ࡢ研究άືとƫࠊ

㛵とࡢ࡚ࡋ研究⎔ቃᨵၿにಀ୍ࢆ⤌ྲྀࡿయ的にᨭ᥼ࡇࡿࡍととࠊࡋලయ的にࠊࡣ་Ꮫ

⣔研究⪅ࡢ研究᫬㛫ࡢ☜ಖࠊ基♏生࿨⛉Ꮫࡸ௚ศ㔝ࡓࡵྵࢆከᵝ࡞ேᮦࡿ࡞ࡽ࠿研

究࣒࣮ࢳᙧᡂࠊᅜෆእࡢ研究ᶵ㛵➼とࡢ㢌⬻ᚠ⎔ࡢ推進➼ࠊࡘࡘ࠸⾜ࢆᨻᗓࡀ定ࡿࡵ

研究ㄢ㢟࡞ᅜᐙᡓ␎ୖ㔜要ࠕ にࠖྲྀࡴ⤌ࡾ大Ꮫࢆᨭ᥼ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ研究開発ࡢ推進に

14

㧗࠸研究ィ⏬ኚ᭦ࢆ㹎㹑ཬࡀ࣮ࢧ࢕ࣇ࣒࢜ࣛࢢࣟࣉࡧᶵື的にᢎㄆ࡝࡞ࡿࡍ㎿㏿に

ᑐᛂࠊࡋឤᰁ⑕᭷஦ࢆぢᤣࡢࣥࢳࢡ࣡ࠊࡓ࠼研究開発ࢆ推進ࠋࡓࡋ

推ࢆ研究開発ࡢࢬ࣮ࢩࡢ࢕ࢸࣜࢲ新つࣔࡸࣥࢳࢡ࣡ࡢ研究開発ᣐⅬ࡛ከᩘࡢࡘ５

進ࠊࡋᮏ஦業࡛開発ࡓࢀࡉ研究࣭ࣥࢳࢡ࣡ࡀ௳２ࡢࢬ࣮ࢩ新つࣔ࢕ࢸࣜࢲ研究開発஦

業にᑟฟࠊ࣡࡝࡞ࡿࢀࡉ 研究開ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ進ᒎࡀ研究開発ࡓࡅᐇ⏝໬にྥࡢࣥࢳࢡ

発ᣐⅬࡢឤᰁ⑕࣡ࡢࣥࢳࢡ研究⪅ࡢ㞟✚ࡸேᮦ⫱ᡂࡴྵࢆ研究推進య制ᩚഛࡢ進ᒎ

にకࠊ࠸ཧ⏬研究⪅ᩘࡣ研究開発開ጞᚋࠊ㡰ㄪにቑຍࠋࡿ࠸࡚ࡋ

令和４年度に᥇ᢥࡢࡘ５ࡓࡋ研究開発ᣐⅬཬࢺ࣮࣏ࢧࡢࡘ６ࡧᶵ㛵にᑐ࡚ࡋ୰㛫

ホ౯ࢆᐇ᪋ࠊࡋホ౯࡛ᣦ᦬ࡓࢀࡉ஦㡯ࢆ研究ィ⏬➼ࡢぢ┤ࡋに཯ᫎࠋࡓࡋ

【๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業】

  ࣭ ஦業ᴫ要

   大Ꮫ➼ࡢඃࡓࢀ研究ᡂᯝࡸ๰⸆ࢆࢬ࣮ࢩᐇ⏝໬にࡵࡓࡿࡆ࡞ࡘにࠊࡣ๰⸆࣋ࣥࢳ

ࡗࡼᑐ㇟ᕷሙにࡸ⑌ᝈࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ᚲ要࡛ࡀᨭ᥼ࡢࡵࡓࡢࡑࠊࡸᡂ⫱࡞㛗ᮇ的ࡢ࣮ࣕ

๰⸆ศ㔝にᣢ⥆的ࡿࡍ要ࢆに㛗ᮇ㛫࡛ࡲᅇ཰ࡢᢞ資ࠊࡃపࡀ⋠┈཰ࡿࢀࡉᮇᚅࡣ࡚

ࢱࣆ࣮ࣕ࢟ࣕࢳ࡛ࣥ࣋ࡲࢀࡇࠊࡣにࡵࡓࡴ㎸ࡧ࿧ࢆᢞ資࡞ （ࣝ௨ୗࠕ㹔㹁 とࠖࠋ࠺࠸）

ฟ資ࡢቑ大にຠᯝ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡓࡗ࠶ࡢᨭ᥼⟇ࢆཧ⪃にࡘࡘࡋᨭ᥼ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

㹔ࠊ発᥀࣭⫱ᡂࡢ࣮ࣕࢳඃⰋ࣋ࣥࡓࡋ࠿άࢆຊࡁ฼┠ࡢ➼㹔㹁ࠊࡣලయ的にࠋࡿ࠶࡛

㹁➼ࡢᢞ資⬟ຊ࣭つᶍࡢᣑ大ࠊୖྥࡢ࣮ࣥࢱࣜࠊ㐃⥆㉳業ᐙ（ࣞࣉࣞࢺࣥ࢔ࣝ࢔ࣜࢩ

ࠊᡃࡵྵࢆᡂ⫱ࡢ（࣮ࢼ ᅗࢆࡆᗏୖࡢ඲య࣒ࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳࣥ࣋⸆๰ࡿࡅ࠾ᅜにࡀ

ࠊƫࡽ࠿とࡇࡿ࠶ࡀᚲ要ࡿ ᵓࡣ๰⸆࣒࣋ࣥࢸࢫࢩࢥ࢚࣮ࣕࢳᙉ໬஦業ࢆ推進ࠋྠࡿࡍ

஦業にࠊ࣡ࡣ࡚࠸࠾ ࢡឤᰁ⑕࡚࣡ࡋ࠿άࢆຊࡁ฼┠ࡢㄆ定㹔㹁ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ␎ᡓࣥࢳࢡ

࡞革新的ࡿࡍ開発に資ࡢ➼་⸆ရࡿࡍ⑌ᝈにᑐࡢឤᰁ⑕௨እࡧ἞⒪⸆開発ཬ࣭ࣥࢳ

ᐇ⏝໬開ࠊࡓࡲࠋ࠺⾜ࢆᨭ᥼࡚ࡋにᑐ࣮ࣕࢳࣥ࣋⸆๰࠺⾜ࢆᐇ⏝໬開発ࡢ࢕ࢸࣜࢲࣔ

発ࡢ推進に当ࠊࡣ࡚ࡗࡓ┠ᶆ㐩ᡂࡢぢ㏻ࢆࡋ㐺᫬ホ౯ࠊࡋᐇ⏝໬開発ࡢ⥅⥆࣭ᣑ඘࣭

୰Ṇࢆ࡝࡞決定ࠋࡿࡍ

࣭ 令和６年度ᐇ⦼

   㹔㹁බເにࠊࡣ࡚࠸ࡘ㹔㹁ࡢ資金ㄪ㐩⬟ຊ௨እにᅜෆእ࡛ࢢࣥࢩ࣮ࢯࡢཬࣥࣁࡧ

⊃࡞⬟ከᵝᛶにᑐᛂྍࡢࢻ࢖ࢧᢞ資ࠊ࠸⾜ࢆᑂᰝࡓ࠼ຍࢆほⅬࡢ➼ຊ⬟ࠊ⦼ᐇࣥ࢜ࢬ

❧⣔ࠊ金⼥⣔࢔࣑ࢹ࢝࢔ࠊ⣔ཬࡧᾏእ⣔ࡢ㹔㹁４➨ࢆᅇබເ࡛５♫５➨ࠊᅇබເ࡛２

඲♫９࠸⾜ࢆ୰㛫ホ౯࡚࠸ࡘ㹔㹁にࡓࡋ２ᅇබເ࡛ㄆ定➨ࠊにࡶととࡿࡍ᥇ᢥࢆ♫

ࠋࡓࡋ᭦新ࢆㄆ定ࡢ࡚

    ๰⸆࣮࣋ࣥࣕࢳබເにࠊࡣ࡚࠸ࡘ๰⸆࣋ࣥࡢ࣮ࣕࢳ༑ศ࡞኎ୖࡸᡂ㛗ࢆᅗࡿᨻ⟇

┠的ࡀ༑ศに཯ᫎ࠺ࡼࡿࢀࡉ୺ົᐁᗇと⥭ᐦに㐃ᦠࠊࡋᾏእᕷሙ࡛ࡢ஦業໬と日ᮏ

ᅜෆࡢ࡬ᡂᯝࡢ㑏元࠺⾜ࢆィ⏬ࢆ᭷ࡿࡍ๰⸆࣋ࣥࢆ࣮ࣕࢳ✚ᴟ的に᥇ᢥ࡛࠺ࡼࡿࡁ

ホ౯㡯┠➼ࢆ定ࠊࡵィ４ᅇࡢබເ࡛ １ࡓࡋ令和４年度に᥇ᢥࠊ࠿࡯ࡓࡋ᥇ᢥࢆ௳19
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ᐇ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ研究ㄢ㢟ࠖ࡞ᅜᐙᡓ␎ୖ㔜要ࠕࠊࡵࡓࡿᅗࢆ大໬᭱ࡢ஦業ᡂᯝࠊࡓࡲ
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要࡞研究ㄢ㢟にྲྀࡴ⤌ࡾ大Ꮫࡢබເࢆ開ጞࠋࡓࡋ
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ู⣬

࣭革新的研究開発推進基金㛵ಀ

ᗓ省ྡ 革新的研究開発推進基金補助金

交付要綱ྡࡢ⛠

【ཧ⪃資料␒ྕ】

交付決定日※ 基金㐀ᡂ日※

ෆ㛶ᗓ 革新的研究開発推進基金補助金

交付要綱（令和２年３月 10日

ෆ㛶⥲⌮大臣決定）

【資料１－１】

①令和２年３月 17日

⑤令和４年３月 15日

⑦令和５年３月 15日

⑨令和６年２月 15日

①令和２年３月 27日

⑤令和４年３月 28日

⑦令和５年３月 29日

⑨令和６年３月 14日

ᩥ㒊⛉Ꮫ省 革新的研究開発推進基金補助金

（ᅜ❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研

究開発ᶵᵓ）交付要綱（令和２

年４月１日 ᩥ㒊⛉Ꮫ大臣決

定）

【資料１－２】

②令和２年４月 15日

④令和３年４月 21日

⑤令和４年３月 15日

⑥令和４年４月７日

⑧令和５年４月 11日

⑨令和６年３月 22日

⑩令和６年４月 11日

⑪令和７年３月 24日

②令和２年４月 28日

④令和３年５月 24日

⑤令和４年３月 30日

⑥令和４年４月 20日

⑧令和５年４月 28日

⑨令和６年３月 28日

⑩令和６年４月 30日

⑪令和７年３月 26日

厚生労働省 令和２年度革新的研究開発推進

基金補助金交付要綱（令和２年

３月 31日 厚生労働大臣決

定）

【資料１－３】

②令和２年５月 15日

③令和２年９月９日

②令和２年５月 29日

③令和２年９月 30日

令和３年度革新的研究開発推進

基金補助金交付要綱（令和３年

４月１日 厚生労働大臣決定）

【資料１－４】

④令和３年４月２日 ④令和３年４月 12日

令和４年度革新的研究開発推進

基金補助金交付要綱（令和４年

４月１日 厚生労働大臣決定）

【資料１－５】

⑥令和４年４月４日 ⑥令和４年４月 14日

令和５年度革新的研究開発推進

基金補助金交付要綱（令和５年

４月１日 厚生労働大臣決定）

【資料１－６】

⑧令和５年４月４日 ⑧令和５年４月 18日

革新的研究開発推進基金補助金

交付要綱（令和６年３月 28日

⑩令和６年４月２日 ⑩令和６年４月 19日
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ࠋࡿࡍ

  ࣭ 令和６年度ᐇ⦼

大Ꮫ⑓㝔࡛働ࡃ་ᖌࡀ研究᫬㛫ࢆ☜ಖࡇࡿࡍとࡀᅔ㞴とࠊࡾ࡞་Ꮫศ㔝ࡢ研究ຊ

పୗࢆᣍࡿ࠸࡚࠸⌧≧にᑐࠊᩥ࡚ࡋ 㒊⛉Ꮫ省ࡀタ置ࠕࡿࡍ་Ꮫ⣔研究ᨭ᥼࣒ࣛࢢࣟࣉ

ウ఍㆟᳨ࡿࡍ㐠Ⴀに㛵ࡢ に࡚ࠖ࠸࠾⟇定ࡓࢀࡉ஦業㐠Ⴀࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ᭷㆑⪅ࡽ࠿

ᢤᮏ的ᨵ革ࡢ大Ꮫ⑓㝔య制ࡢࡵࡓࡢ研究ຊྥୖࡢ་Ꮫ⣔ࠊࡽࡀ࡞࠸⾜ࢆྲྀ⫈ពぢࡢ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨࡞ලయ的ࡢ஦業ෆᐜࡓࡅබເにྥࠊࡋᣦ┠ࢆ

ᐇ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ研究ㄢ㢟ࠖ࡞ᅜᐙᡓ␎ୖ㔜要ࠕࠊࡵࡓࡿᅗࢆ大໬᭱ࡢ஦業ᡂᯝࠊࡓࡲ

᪋ᶵ㛵にࡿࡅ࠾ᙉࢆࡳάࡓࡋ࠿研究推進ᵓ᝿ࢆ定࡚ࡵᡓ␎的に研究ࢆ推進ࡿࡍ௙⤌

ࠋࡓࡋഛᩚࢆࡳ

令和６年度補正予算ࡢᡂ❧ࠊࡅཷࢆ୰㛗ᮇ┠ᶆኚ᭦ᚋࠊᨻᗓࡀ定ࡿࡵᅜᐙᡓ␎ୖ㔜
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厚生労働大臣決定）

【資料１－７】

経済産業省 革新的研究開発推進基金補助金

交付要綱（令和２年４月 14日

経済産業大臣制定）

【資料１－８】

②令和２年４月 24日

④令和３年５月 10日

⑤令和４年３月 14日

⑥令和４年５月９日

⑦令和５年３月６日

⑧令和５年５月 25日

⑩令和６年５月 10日

②令和２年５月 22日

④令和３年５月 27日

⑤令和４年３月 28日

⑥令和４年６月 10日

⑦令和５年３月 23日

⑧令和５年６月５日

⑩令和６年６月７日

※ 予算措置年度（当初/補正）ごとに記載

①：令和元年度補正予算

②：令和２年度当初予算

③：令和２年度補正予算

④：令和３年度当初予算

⑤：令和３年度補正予算

⑥：令和４年度当初予算

⑦：令和４年度補正予算

⑧：令和５年度当初予算

⑨：令和５年度補正予算

⑩：令和６年度当初予算

⑪：令和６年度補正予算

18



Ⅱ．参考資料

19

18

厚生労働大臣決定）

【資料１－７】

経済産業省 革新的研究開発推進基金補助金

交付要綱（令和２年４月 14日

経済産業大臣制定）

【資料１－８】

②令和２年４月 24日

④令和３年５月 10日

⑤令和４年３月 14日

⑥令和４年５月９日

⑦令和５年３月６日

⑧令和５年５月 25日

⑩令和６年５月 10日

②令和２年５月 22日

④令和３年５月 27日

⑤令和４年３月 28日

⑥令和４年６月 10日

⑦令和５年３月 23日

⑧令和５年６月５日

⑩令和６年６月７日

※ 予算措置年度（当初/補正）ごとに記載

①：令和元年度補正予算

②：令和２年度当初予算

③：令和２年度補正予算

④：令和３年度当初予算

⑤：令和３年度補正予算

⑥：令和４年度当初予算

⑦：令和４年度補正予算

⑧：令和５年度当初予算

⑨：令和５年度補正予算

⑩：令和６年度当初予算

⑪：令和６年度補正予算
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令和２年３月 10 日 

一部改正 令和４年２月 28 日 

内閣総理大臣決定 

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）に定めるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究開

発等（以下「研究開発事業」という。）を実施するとともに、これに附帯する業務を

実施するための基金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを

目的とする。 

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、よ

り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせる

ことにより実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びに

これに附帯する業務 

 二 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能と

するため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの

応用等の研究開発等及びこれに附帯する業務 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め

る基準額と第３欄に定める対象経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とす

る。 

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。 
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１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費 

第２条第１号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要する経費 

第２条第２号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要する経費 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。 

イ 基金の名称 

ロ 基金の額 

ハ 上記ロのうち国費相当額 

ニ 研究開発事業の概要 

ホ 研究開発事業の目標 

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、内閣総理大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場 

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。 

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。 

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

ニ 業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終

了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。 

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 
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令和２年３月 10 日 

一部改正 令和４年２月 28 日 

内閣総理大臣決定 

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）に定めるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究開

発等（以下「研究開発事業」という。）を実施するとともに、これに附帯する業務を

実施するための基金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを

目的とする。 

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、よ

り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせる

ことにより実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びに

これに附帯する業務 

 二 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能と

するため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの

応用等の研究開発等及びこれに附帯する業務 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め

る基準額と第３欄に定める対象経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とす

る。 

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。 
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（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。

（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対
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して報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合 

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合 

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第３項の

規定を準用する。 

資料１－１

23

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。

（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対
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（補助金の経理） 

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、

その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和２年３月 10 日から施行する。 

 附 則 

この要綱は令和４年２月 28 日から施行する。 

ただし、令和４年２月 28 日以前の当該年度補助金については、なお従前の例によ

る。 
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令和２年４月１日 

文部科学大臣決定 

最終改正  令和 7年３月１０日 

革新的研究開発推進基金補助金（国立研究開発法人日本医療研究開発機構） 

交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）及び補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「施行

令」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究開

発等（以下「研究開発事業」という。）及びこれに附帯する業務を実施するための基

金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを目的とする。 

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、よ

り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせるこ

とにより実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びにこれ

に附帯する業務 

二 国産ワクチン開発の実現に向けた世界トップレベル研究開発拠点等における研

究開発等及びこれに附帯する業務 

三 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能と

するため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの

応用等の研究開発等及びこれに附帯する業務 

四 橋渡し研究支援機関（橋渡し研究支援機関認定制度実施要綱（令和３年３月 31

日文部科学大臣決定）に基づき文部科学大臣が認定する大学等をいう。）を活用し

た大学発医療系スタートアップの起業等に資する実用化支援を含む研究開発等及

びこれに附帯する業務 

五 医学系研究力を強化するため、大学病院・医学部を置く大学において、研究環境

改善に係る取組と一体的に実施される研究開発等及びこれに附帯する業務 

（交付の対象） 
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（補助金の経理） 

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、

その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和２年３月 10 日から施行する。 

 附 則 

この要綱は令和４年２月 28 日から施行する。 

ただし、令和４年２月 28 日以前の当該年度補助金については、なお従前の例によ

る。 
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第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め

る基準額と第３欄に定める対象経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とす

る。ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費 

第２条第１号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第２号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第３号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第４号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第５号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が附されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。 

イ 基金の名称 

ロ 基金の額 

ハ 上記ロのうち国費相当額 

ニ 研究開発事業の概要 

ホ 研究開発事業の目標 

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、文部科学大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場 

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。 
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六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。 

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合及び附帯する業務に係る経費に返還が生じた

場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

ニ 業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終

了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。 

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査
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第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め

る基準額と第３欄に定める対象経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とす

る。ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費 

第２条第１号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第２号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第３号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第４号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

第２条第５号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要す

る経費 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が附されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。 

イ 基金の名称 

ロ 基金の額 

ハ 上記ロのうち国費相当額 

ニ 研究開発事業の概要 

ホ 研究開発事業の目標 

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、文部科学大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場 

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。 
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の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を速やかに機構に送付す

るものとする。 

２ 前２条の規定による申請書が文部科学省に到着してから交付の決定を行うまでに

通常要すべき標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した交付申請取下げ書を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を官署支出官文部科学省大臣官房会

計課長に提出しなければならない。 

（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して調査及び報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の会計年度の翌会計年度の４月 10 日のいずれか早い

日までに別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、実績報告書の提出期限について大臣の別段の承認を受けた

ときは、その期限によることができる。 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

資料１－㸰

2828



10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第 14 条 大臣は、事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合

には、第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができ

る。 

一 機構が、法令、本要綱、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件

又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合 

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合 

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合 

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、前条第３項の規定を準用する。 

（補助金の経理） 

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

（電磁的方法による提出） 

第 16 条 機構は、適正化法、施行令又は本要綱の規定に基づく申請、届出、報告そ

の他文部科学省に提出するものについては、電磁的方法（適正化法第 26 条の３第１

項の規定に基づき大臣が定めるものをいう。）により行うことができる。 

（電磁的方法による通知等） 

第 17 条 大臣は、適正化法、施行令又は本要綱に規定する通知、承認、指示又は命

令（以下「通知等」という。）について、機構が書面による通知等を受けることを予め

求めた場合を除き、電磁的方法により通知等することができる。この場合、大臣は機

構に到達確認を行うものとする。 

（その他） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、
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の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を速やかに機構に送付す

るものとする。 

２ 前２条の規定による申請書が文部科学省に到着してから交付の決定を行うまでに

通常要すべき標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した交付申請取下げ書を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を官署支出官文部科学省大臣官房会

計課長に提出しなければならない。 

（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して調査及び報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の会計年度の翌会計年度の４月 10 日のいずれか早い

日までに別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、実績報告書の提出期限について大臣の別段の承認を受けた

ときは、その期限によることができる。 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年
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その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和４年１月１３日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和４年２月１８日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和５年２月２８日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和６年３月２１日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和７年３月１０日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 
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（別紙） 

令和２年３月３１日 

一部改正 令和２年８月２６日 

厚生労働大臣決定 

令和２年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平

成 12 年厚生労働省令第６号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究開発

等（以下「研究開発事業」という。）を実施するとともに、これに附帯する業務を実

施するための基金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを目

的とする。 

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、よ

り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせる

ことにより実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びに

これに附帯する業務 

二 ワクチンの早期実用化に向けた研究開発等及びこれに附帯する業務（独立行政

法人医薬品医療機器総合機構が治験を開始するために必要な開発戦略に関する

助言を行う業務を含む。） 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め

る基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り
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その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和４年１月１３日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和４年２月１８日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和５年２月２８日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和６年３月２１日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 

附 則 

この要綱は令和７年３月１０日から施行する。ただし、改正前の要綱の規定による

行為及びこれらに関し必要な手続きその他の行為については、なお、従前の例による。 
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捨てるものとする。 

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費 

第２条第１号の業務 ６６，６６７千円 機構の基金の造成に要する経費 

第２条第２号の業務 ５０，０００，０００千円 機構の基金の造成に要する経費 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。 

イ 基金の名称 

ロ 基金の額 

ハ 上記ロのうち国費相当額 

ニ 研究開発事業の概要 

ホ 研究開発事業の目標 

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、厚生労働大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場 

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。 

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。 

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

ニ 基金により行う業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、

その収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければ

ならない。 

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終
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了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。 

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。
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捨てるものとする。

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費

第２条第１号の業務 ６６，６６７千円 機構の基金の造成に要する経費

第２条第２号の業務 ５０，０００，０００千円 機構の基金の造成に要する経費

（交付の条件）

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。

イ 基金の名称

ロ 基金の額

ハ 上記ロのうち国費相当額

ニ 研究開発事業の概要

ホ 研究開発事業の目標

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制

二 事業内容の変更をする場合には、厚生労働大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。

ニ 基金により行う業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、

その収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければ

ならない。

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終
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（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合 

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合 

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還の納付については、前条第３項の規定を準用する。
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（補助金の経理） 

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、

その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和２年８月２６日から施行する。 

ただし、令和２年８月２６日以前の当該年度補助金については、なお従前の例によ

る。 
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（調査及び報告等）

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して報告を求めることができる。

（実績報告）

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。

（補助金の額の確定等）

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（交付決定の取消等）

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

４ 第２項に基づく補助金の返還の納付については、前条第３項の規定を準用する。
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（別紙） 

௧࿴３年４᭶１日 

ཌ⏕ປാ大臣決定 

௧࿴３年度㠉᪂的研究開発᥎㐍基金補助金交付要⥘ 

（通๎） 

第１条 国❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発機構ἲ（ᖹ成 �� 年ἲᚊ第 �� ྕ）第 1�

条の２第２項の規定に基࡙ࡃ補助金（以下ࠕ補助金 とࠖいう。）の交付にࡘいては、

ண算の⠊ᅖ内において交付するものとし、補助金等に係るண算のᇳ行の㐺ṇ໬に㛵

するἲᚊ（᫛࿴ 30 年ἲᚊ第 1�� ྕ）、補助金等に係るண算のᇳ行の㐺ṇ໬に㛵する

ἲᚊ施行௧（᫛࿴ 30 年ᨻ௧第 �55 ྕ）及びཌ⏕ປാ┬ᡤ⟶補助金等交付規๎（ᖹ

成 1� 年ཌ⏕ປാ┬௧第６ྕ）に定ࡵるものの࡯か、この要⥘の定ࡵるとこࢁによ

る。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発機構（以下ࠕ機構ࠖとい

う。）に、೺ᗣ・་⒪ᡓ␎᥎㐍ᮏ㒊が決定する目標の下、ḟのྛྕにᥖげる研究開発

等（以下ࠕ研究開発事業ࠖという。）を実施するとともに、これに附ᖏする業務を実

施するたࡵの基金（以下ࠕ基金ࠖという。）を㐀成し、当該基金をά⏝することを目

的とする。 

୍ ᡃが国発の◚ቯ的ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖の๰出を目指し、ᚑ᮶ᢏ⾡のᘏ㛗にない、よ

り大⫹な発᝿に基࡙ࡃᣮᡓ的な研究開発及び௻業ཎ㈨の研究費を⤌み合ࢃせる

ことにより実施する、⏘Ꮫᐁඹྠによる་⸆ရ・་⒪機ჾ等の研究開発等୪びに

これに附ᖏする業務 

஧ ࣡ࣥࢳࢡの᪩期実⏝໬にྥけた研究開発等及びこれに附ᖏする業務（⊂❧行ᨻ

ἲே་⸆ရ་⒪機ჾ⥲合機構が἞㦂を開ጞするたࡵにᚲ要な開発ᡓ␎に㛵する

助ゝを行う業務を含む。） 

（交付の対㇟） 

第３条 この補助金は、機構が基金の㐀成を行う事業（以下ࠕ事業ࠖという。）にᚲ要

な⤒費を補助の対㇟とする。 

（交付額の算定᪉ἲ） 

第４条 この補助金の交付額は、ḟの⾲の第１ḍにᥖげる業務ࡈとに、第２ḍに定ࡵ

る基準額と第３ḍに定ࡵる対㇟⤒費の実支出額とをẚ㍑してᑡない᪉の額とする。 

たࡔし、算出された交付額に 1�000 ෇ᮍ‶の➃数が⏕ࡌた場合には、これをษり

ᤞてるものとする。 
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１ 業務 ２ 基準額 ３ 対㇟⤒費 

第２条第１ྕの業務 ６６㸪６６７༓෇ 機構の基金の㐀成に要する⤒費

第２条第２ྕの業務 １７㸮㸪㸮㸮㸮༓෇ 機構の基金の㐀成に要する⤒費

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、ḟの条件が付されるものとする。 

୍ 機構は、事業に係る㐠Ⴀ及び⟶⌮に㛵するḟの事項をබ⾲しなければならない。 

 ⛠基金のྡ ࢖

ࣟ 基金の額 

 国費相当額ࡕ上記ࣟのう ࣁ

 研究開発事業のᴫ要 ࢽ

࣍ 研究開発事業の目標 

ヘ 研究開発事業の᥇ᢥに当たっての申請᪉ἲ、申請期㝈、審査基準、審査యไ 

஧ 事業内容の変更をする場合には、ཌ⏕ປാ大臣（以下ࠕ大臣ࠖという。）の承認

を受けなければならない。 

୕ 事業を୰止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。 

ᅄ 事業がண定の期間内に᏶஢しない場合又は事業の㐙行がᅔ㞴となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

஬ 基金により行う業務（以下ࠕ業務ࠖという。）で不ṇな౑⏝が明らかになった場 

合（不ṇな౑⏝が行ࢃれた␲いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その⤖ᯝを大臣に報告するものとする。 

භ 事業により㐀成される基金は、国からの補助金を㈈※としているものであるこ

とに㚷み、そのά⏝にあたっては、ḟにᥖげる事項に対ᛂしなければならない。 

基金は、ၿⰋな⟶⌮⪅のὀពをもって⟶⌮し、基金の目的に཯して、基金を ࢖

取り崩し、ฎศし、又はᢸ保に౪してはならない。 

ࣟ 基金の㐠⏝によって⏕ࡌた฼Ꮚその௚の収入金は、⛉Ꮫᢏ⾡・ࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖

ࣥ๰出のάᛶ໬に㛵するἲᚊ（ᖹ成 �0 年ἲᚊ第 �3 ྕ。以下ࠕ⛉ᢏ࣋ࣀ࢖άᛶ

໬ἲࠖという。）第 �� 条の２第２項に基࡙き、基金に඘てるものとする。 

基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る⤒費を㓄ศ ࣁ

した機㛵からの㏉㑏が⏕ࡌた場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

、いて、当該業務以እの⤒⌮と明☜に༊ศしࡘ基金により行う業務の⤒⌮に ࢽ

その収入及び支出を明らかにしたᖒ⡙をഛ࠼、当該収入及び支出にࡘいてド拠

書㢮をᩚ⌮し、かࡘ当該ᖒ⡙及びド拠書㢮を基金廃止後５年間保⟶しなければ

ならない。 

࣍ 機構は、⛉ᢏ࣋ࣀ࢖άᛶ໬ἲ第 �� 条の３第１項の規定に基࡙き、ẖ事業年

度、ḟの事項を記載した当該業務に㛵する報告書をస成し、当該事業年度の⤊

஢後６か᭶以内に大臣に提出しなければならない。 
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（別紙） 

௧࿴３年４᭶１日 

ཌ⏕ປാ大臣決定 

௧࿴３年度㠉᪂的研究開発᥎㐍基金補助金交付要⥘ 

（通๎） 

第１条 国❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発機構ἲ（ᖹ成 �� 年ἲᚊ第 �� ྕ）第 1�

条の２第２項の規定に基࡙ࡃ補助金（以下ࠕ補助金 とࠖいう。）の交付にࡘいては、

ண算の⠊ᅖ内において交付するものとし、補助金等に係るண算のᇳ行の㐺ṇ໬に㛵

するἲᚊ（᫛࿴ 30 年ἲᚊ第 1�� ྕ）、補助金等に係るண算のᇳ行の㐺ṇ໬に㛵する

ἲᚊ施行௧（᫛࿴ 30 年ᨻ௧第 �55 ྕ）及びཌ⏕ປാ┬ᡤ⟶補助金等交付規๎（ᖹ

成 1� 年ཌ⏕ປാ┬௧第６ྕ）に定ࡵるものの࡯か、この要⥘の定ࡵるとこࢁによ

る。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国❧研究開発ἲே日ᮏ་⒪研究開発機構（以下ࠕ機構ࠖとい

う。）に、೺ᗣ・་⒪ᡓ␎᥎㐍ᮏ㒊が決定する目標の下、ḟのྛྕにᥖげる研究開発

等（以下ࠕ研究開発事業ࠖという。）を実施するとともに、これに附ᖏする業務を実

施するたࡵの基金（以下ࠕ基金ࠖという。）を㐀成し、当該基金をά⏝することを目

的とする。 

୍ ᡃが国発の◚ቯ的ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖の๰出を目指し、ᚑ᮶ᢏ⾡のᘏ㛗にない、よ

り大⫹な発᝿に基࡙ࡃᣮᡓ的な研究開発及び௻業ཎ㈨の研究費を⤌み合ࢃせる

ことにより実施する、⏘Ꮫᐁඹྠによる་⸆ရ・་⒪機ჾ等の研究開発等୪びに

これに附ᖏする業務 

஧ ࣡ࣥࢳࢡの᪩期実⏝໬にྥけた研究開発等及びこれに附ᖏする業務（⊂❧行ᨻ

ἲே་⸆ရ་⒪機ჾ⥲合機構が἞㦂を開ጞするたࡵにᚲ要な開発ᡓ␎に㛵する

助ゝを行う業務を含む。） 

（交付の対㇟） 

第３条 この補助金は、機構が基金の㐀成を行う事業（以下ࠕ事業ࠖという。）にᚲ要

な⤒費を補助の対㇟とする。 

（交付額の算定᪉ἲ） 

第４条 この補助金の交付額は、ḟの⾲の第１ḍにᥖげる業務ࡈとに、第２ḍに定ࡵ

る基準額と第３ḍに定ࡵる対㇟⤒費の実支出額とをẚ㍑してᑡない᪉の額とする。 

たࡔし、算出された交付額に 1�000 ෇ᮍ‶の➃数が⏕ࡌた場合には、これをษり

ᤞてるものとする。 
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（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。 

（調査及び報告等） 
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第 11 条 大臣は、事業の㐺ṇなᇳ行をᅗるᚲ要があると認ࡵるときには、機構に対

して報告を求ࡵることができる。 

（実⦼報告） 

第1�条 機構は、事業の᏶஢又は事業の୰止ⱝしࡃは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が᏶஢した日ⱝしࡃは承認通知を受⌮した日から㉳算して１か᭶を⤒㐣

した日又は事業が᏶஢した日の年度の⩣年度の４᭶ 10 日のいࡎれか᪩い日までに

別紙様式５による実⦼報告書を大臣に提出しなければならない。 

（補助金の額の☜定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書㢮の審査及びᚲ要に

ᛂࡌて⌧ᆅ調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に㐺合すると認ࡵたときは、交付すべき補助金の額を☜定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を☜定した場合において、᪤にその額を㉸

るものࡎる㒊ศの補助金の㏉㑏を࿨࠼る補助金が交付されているときは、その㉸࠼

とする。 

３ 前項の補助金の㏉㑏期㝈は、当該࿨௧のなされた日から �0 日以内とし、期㝈内に

納付がない場合は、ᮍ納に係る金額に対して、そのᮍ納に係る期間にᛂࡌて年

10��5㸣の割合でィ算したᘏ⁫金をᚩするものとする。 

（交付決定の取ᾘ等） 

第1�条 大臣は、事業の୰止又は廃止の申請があった場合及びḟにᥖげる場合には、

第８条の交付決定の඲㒊ⱝしࡃは୍㒊を取りᾘし、又は変更することができる。 

୍ 機構が、ἲ௧、ᮏ要⥘又はἲ௧ⱝしࡃはᮏ要⥘に基࡙ࡃ大臣のฎศ又は指示に

㐪཯した場合 

஧ 機構が、補助金を第２条の目的以እの⏝㏵に౑⏝した場合 

୕ 機構が、事業に㛵して不ṇ、ᛰ៏、その௚不㐺当な行Ⅽをした場合 

ᅄ 交付決定後⏕ࡌた事情の変更等により、事業の඲㒊又は୍㒊を⥅続するᚲ要が

なࡃなった場合 

２ 大臣は、前項の取ᾘしをした場合において、᪤に当該取ᾘしに係る㒊ศに対する

補助金が交付されているときは、期㝈を付して当該補助金の඲㒊又は୍㒊の㏉㑏を

࿨ࡎるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１ྕから第３ྕまでの⌮⏤により前項の㏉㑏を࿨ࡎる場合には、

その࿨௧に係る補助金の受㡿の日から納付の日までの期間にᛂࡌて、年 10��5㸣の

割合でィ算したຍ算金の納付をేせて࿨ࡎるものとする。 

４ 第２項に基࡙ࡃ補助金の㏉㑏の納付にࡘいては、前条第３項の規定を準⏝する。 
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（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。 

（調査及び報告等） 

資料１－４

38 39



（補助金の⤒⌮） 

第 15 条 機構は、事業の⤒⌮にࡘいて、事業以እの⤒⌮と明☜に༊ศし、その収入

及び支出を明らかにしたᖒ⡙をഛ࠼、当該収入及び支出にࡘいてド拠書㢮をᩚ⌮し、

かࡘ当該ᖒ⡙及びド拠書㢮を基金廃止後５年間保⟶しなければならない。 

（その௚） 

第 1� 条 この要⥘に定ࡵるものの࡯か、この補助金の取ᢅいに㛵しᚲ要な事項は、

その㒔度、大臣が定ࡵるものとする。 

附 ๎ 

この要⥘は௧࿴３年４᭶１日から施行する。 
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（別紙） 

令和４年４月１日 

厚生労働大臣決定 

令和４年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平

成 12 年厚生労働省令第６号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究開

発等（以下「研究開発事業」という。）を実施するとともに、これに附帯する業務を

実施するための基金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを

目的とする。 

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、よ

り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせる

ことにより実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びに

これに附帯する業務 

二 ワクチンの早期実用化に向けた研究開発等及びこれに附帯する業務（独立行政

法人医薬品医療機器総合機構が治験を開始するために必要な開発戦略に関する

助言を行う業務を含む。） 

三 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能と

するため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの

応用等の研究開発等及びこれに附帯する業務 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め
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（補助金の⤒⌮） 

第 15 条 機構は、事業の⤒⌮にࡘいて、事業以እの⤒⌮と明☜に༊ศし、その収入

及び支出を明らかにしたᖒ⡙をഛ࠼、当該収入及び支出にࡘいてド拠書㢮をᩚ⌮し、

かࡘ当該ᖒ⡙及びド拠書㢮を基金廃止後５年間保⟶しなければならない。 

（その௚） 

第 1� 条 この要⥘に定ࡵるものの࡯か、この補助金の取ᢅいに㛵しᚲ要な事項は、

その㒔度、大臣が定ࡵるものとする。 

附 ๎ 

この要⥘は௧࿴３年４᭶１日から施行する。 
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る基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。 

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費 

第２条第１号の業務 １００，０００千円 機構の基金の造成に要する経費 

第２条第２号の業務 １７０，０００千円 機構の基金の造成に要する経費 

第２条第３号の業務 １２８，４３６千円 機構の基金の造成に要する経費 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。 

イ 基金の名称 

ロ 基金の額 

ハ 上記ロのうち国費相当額 

ニ 研究開発事業の概要 

ホ 研究開発事業の目標 

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、厚生労働大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場 

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。 

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。 

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

ニ 業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

資料１－㸳

4242



ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終

了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。 

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ
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る基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費

第２条第１号の業務 １００，０００千円 機構の基金の造成に要する経費

第２条第２号の業務 １７０，０００千円 機構の基金の造成に要する経費

第２条第３号の業務 １２８，４３６千円 機構の基金の造成に要する経費

（交付の条件）

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。

イ 基金の名称

ロ 基金の額

ハ 上記ロのうち国費相当額

ニ 研究開発事業の概要

ホ 研究開発事業の目標

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制

二 事業内容の変更をする場合には、厚生労働大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。

ニ 業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。

資料１－㸳

42 43



うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。

（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合 

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合 

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の
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割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還の納付については、前条第３項の規定を準用する。

（補助金の経理） 

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、

その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和４年４月１日から施行する。 
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うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。

（調査及び報告等）

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して報告を求めることができる。

（実績報告）

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。

（補助金の額の確定等）

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（交付決定の取消等）

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の
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（別紙） 

令和５年４月１日 

厚生労働大臣決定 

令和５年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平

成 12 年厚生労働省令第６号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究開

発等（以下「研究開発事業」という。）を実施するとともに、これに附帯する業務を

実施するための基金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを

目的とする。 

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、よ

り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせる

ことにより実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びに

これに附帯する業務 

二 ワクチンの早期実用化に向けた研究開発等及びこれに附帯する業務（独立行政

法人医薬品医療機器総合機構が治験を開始するために必要な開発戦略に関する

助言を行う業務を含む。） 

三 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能と

するため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの

応用等の研究開発等及びこれに附帯する業務 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め
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る基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。 

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費 

第２条第１号の業務 １００，０００千円 機構の基金の造成に要する経費 

第２条第２号の業務 １７０，０００千円 機構の基金の造成に要する経費 

第２条第３号の業務 １３０，３９２千円 機構の基金の造成に要する経費 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければならない。 

イ 基金の名称 

ロ 基金の額 

ハ 上記ロのうち国費相当額 

ニ 研究開発事業の概要 

ホ 研究開発事業の目標 

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、厚生労働大臣（以下「大臣」という。）の承認

を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場 

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。 

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。 

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

ニ 業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 
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（別紙）

令和５年４月１日

厚生労働大臣決定

令和５年度革新的研究開発推進基金補助金交付要綱

（通則）

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平

成 12 年厚生労働省令第６号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。

（交付の目的）

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究開

発等（以下「研究開発事業」という。）を実施するとともに、これに附帯する業務を

実施するための基金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを

目的とする。

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、よ

り大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせる

ことにより実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びに

これに附帯する業務

二 ワクチンの早期実用化に向けた研究開発等及びこれに附帯する業務（独立行政

法人医薬品医療機器総合機構が治験を開始するために必要な開発戦略に関する

助言を行う業務を含む。）

三 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能と

するため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの

応用等の研究開発等及びこれに附帯する業務

（交付の対象）

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。

（交付額の算定方法）

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定め
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ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終

了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。 

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 

（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ
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うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。

（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合 

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合 

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の

資料１－㸴

49

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終

了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額）

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む）

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額

（４）保有割合

（５）保有割合の算定根拠

（６）研究開発事業の目標に対する達成度

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。

（交付申請手続）

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。

（変更申請手続）

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。

（交付決定の通知）

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。

（申請の取下げ）

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。

（補助金の請求）

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ
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割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還の納付については、前条第３項の規定を準用する。

（補助金の経理） 

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、

その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和５年４月１日から施行する。 
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（別紙） 

令和６年３月 28 日

厚生労働大臣決定 

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱 

（通則） 

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26 年法律第 49 号）第 17

条の２第２項の規定に基づく補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平

成 12 年厚生労働省令第６号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」とい

う。）に、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、我が国発の破壊的イノベ

ーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的

な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせることにより、産学官共同による医

薬品・医療機器等の研究開発等（以下「研究開発事業」という。）を実施するととも

に、これに附帯する業務を実施するための基金（以下「基金」という。）を造成し、

当該基金を活用することを目的とする。 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、機構が基金の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要

な経費を補助の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対

象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。 

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。 

１ 基準額 ２ 対象経費 

１２５，０００千円 機構の基金の造成に要する経費 

（交付の条件） 

資料１－㸵

51

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

４ 第２項に基づく補助金の返還の納付については、前条第３項の規定を準用する。

（補助金の経理）

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。

（その他）

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、

その都度、大臣が定めるものとする。

附 則

この要綱は令和５年４月１日から施行する。
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第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を、基金を造成した日の翌

日から起算して 45 日以内に自らのホームページにおいて公表しなければならな

い。 

イ 基金の名称 

ロ 基金設置法人名 

ハ 基金の額 

ニ 上記ハのうち国費相当額 

ホ 研究開発事業の概要 

ヘ 研究開発事業の目標 

ト 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制 

二 事業内容の変更をする場合には、速やかに厚生労働大臣（以下「大臣」という。）

の承認を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに大臣の承認を受けなければな

らない。 

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場 

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。 

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。 

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。 

ニ 業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終

了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。 

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額） 

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む） 

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額 
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（４）保有割合 

（５）保有割合の算定根拠 

（６）研究開発事業の目標に対する達成度 

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣 

は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報

告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（交付申請手続） 

第６条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式１による交付申請

書を大臣に提出しなければならない。 

（変更申請手続） 

第７条 機構は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式２による変更交付申請書を大臣に提出

し、その承認を受けなければならない。 

（交付決定の通知） 

第８条 大臣は、前２条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査

の上、交付決定を行い、別紙様式３による交付決定通知書を機構に送付するものと

する。 

２ 前２条の規定による申請書が到着してから交付の決定を行うまでに通常要すべき

標準的な期間は、30 日とする。 

（申請の取下げ） 

第９条 機構は、前条の通知を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又は

これに附された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から 15 日以内に

その旨を記載した書面を提出しなければならない。 

（補助金の請求） 

第 10 条 機構は、第８条第１項により交付決定通知を受け、補助金の支払を受けよ

うとするときは、別紙様式４による支払請求書を大臣に提出しなければならない。

（調査及び報告等） 

第 11 条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、機構に対

して報告を求めることができる。 
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第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

一 機構は、事業に係る運営及び管理に関する次の事項を、基金を造成した日の翌

日から起算して 45 日以内に自らのホームページにおいて公表しなければならな

い。

イ 基金の名称

ロ 基金設置法人名

ハ 基金の額

ニ 上記ハのうち国費相当額

ホ 研究開発事業の概要

ヘ 研究開発事業の目標

ト 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制

二 事業内容の変更をする場合には、速やかに厚生労働大臣（以下「大臣」という。）

の承認を受けなければならない。

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに大臣の承認を受けなければな

らない。

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合に

は、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。

五 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場

合（不正な使用が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、

その結果を大臣に報告するものとする。

六 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであるこ

とに鑑み、その活用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を

取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号。以下「科技イノベ活性

化法」という。）第 27 条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分

した機関からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。

ニ 業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第 27 条の３第１項の規定に基づき、毎事業年

度、次の事項を記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終

了後６か月以内に大臣に提出しなければならない。

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額）

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む）

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額
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（実績報告） 

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。 

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合 

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合 

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還の納付については、前条第３項の規定を準用する。

（補助金の経理） 

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、
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かつ当該帳簿及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、

その都度、大臣が定めるものとする。 

附 則 

この要綱は令和６年４月１日から施行する。 
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（実績報告）

第12条 機構は、事業の完了又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、

当該事業が完了した日若しくは承認通知を受理した日から起算して１か月を経過

した日又は事業が完了した日の年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに

別紙様式５による実績報告書を大臣に提出しなければならない。

（補助金の額の確定等）

第 13 条 大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の内容が交付決定の内容及びこれに

附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、機構に通

知する。

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に

納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（交付決定の取消等）

第14条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、

第８条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

一 機構が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に

違反した場合

二 機構が、補助金を第２条の目的以外の用途に使用した場合

三 機構が、事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

四 交付決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までの理由により前項の返還を命ずる場合には、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年 10.95％の

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

４ 第２項に基づく補助金の返還の納付については、前条第３項の規定を準用する。

（補助金の経理）

第 15 条 機構は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、
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経 済 産 業 省

制定 ２０２００４０３財商第１号 

令和２年４月１４日 

改正 ２０２１０４０９財商第８号 

令和３年４月１６日 

改正 ２０２２０３０１財商第１号 

令和４年３月４日 

改正 ２０２２０３１８財商第８号 

令和４年４月１４日 

改正 ２０２３０２２１財商第１号 

令和５年２月２８日 

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱を次のとおり制定する。

令和２年４月１４日  

経済産業大臣 梶山 弘志      

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱

（通則）

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」という。）に対する革新的研究開発

推進基金補助金（以下「補助金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）、研

究活動の不正行為への対応に関する指針（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）、公的研究費

の不正な使用等の対応に関する指針（平成２０年１２月３日経済産業省策定）及びその他の法令の

定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

（交付の目的）
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第２条 本補助金は、機構に健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる研究

開発等（以下「基金事業」という。）を実施するとともに、これに附帯する業務を実施するための

基金（以下「基金」という。）を造成し、当該基金を活用することを目的とする。

一 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基

づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせることにより実施する、産学官共同によ

る医薬品・医療機器等の研究開発等並びにこれに附帯する業務  

二 感染症ワクチン・治療薬開発及び感染症以外の疾患に対する医薬品等の開発に資する革新的なモ

ダリティの実用化開発を行う創薬ベンチャーに対する実用化支援を含む研究開発等及びこれに附

帯する業務

三 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能とするため、ワクチ

ン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの応用等の研究開発等及びこれに

附帯する業務

（交付の対象）

第３条 経済産業大臣（以下「大臣」という。）は、機構が基金を造成し、基金事業等を実施するた

め、予算の範囲内で機構に対して本補助金を交付する。

（交付額の算定方法）

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に掲げる業務ごとに、第２欄に定める基準額と第３

欄に定める対象経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とする。

ただし、算出された交付額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるもの

とする。

１ 業務 ２ 基準額 ３ 対象経費

第２条第１号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要する経費

第２条第２号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要する経費

第２条第３号の業務 当該年度予算額 機構の基金の造成に要する費用

（交付の申請手続）

第５条 機構は、本補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書（様式第１）に大臣が定める

書類（以下「添付書類」という。）を添えて、大臣に提出しなければならない。

２ 機構は、本補助金の交付の決定を受けた後の事情の変更により交付申請書（様式第１）の内容を

変更して基金事業を行う場合には、変更交付申請書（様式第２）に添付書類を添えて速やかに大臣

に提出して行うものとする。

（交付決定の通知）

第６条 大臣は、前条第１項又は第２項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の

内容を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第３による交付

決定通知書を機構に送付するものとする。

２ 前条第１項又は第２項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定

を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。

３ 大臣は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。
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経 済 産 業 省

制定 ２０２００４０３財商第１号

令和２年４月１４日

改正 ２０２１０４０９財商第８号

令和３年４月１６日

改正 ２０２２０３０１財商第１号

令和４年３月４日

改正 ２０２２０３１８財商第８号

令和４年４月１４日

改正 ２０２３０２２１財商第１号

令和５年２月２８日

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱を次のとおり制定する。

令和２年４月１４日

経済産業大臣 梶山 弘志      

革新的研究開発推進基金補助金交付要綱

（通則）

第１条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以下「機構」という。）に対する革新的研究開発

推進基金補助金（以下「補助金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）、研

究活動の不正行為への対応に関する指針（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）、公的研究費

の不正な使用等の対応に関する指針（平成２０年１２月３日経済産業省策定）及びその他の法令の

定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

（交付の目的）
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（補助金の請求）

第７条 機構は、前条第１項により交付決定通知を受け、本補助金の支払いを受けようとするときは、

補助金支払請求書（様式第４）を大臣に提出しなければならない。

（基金の基本的事項の公表等）

第８条 機構は、基金の造成後、速やかに、基金に係る管理・運用の基本的事項として、次の事

項を公表しなければならない。

イ 基金の名称

ロ 基金の額

ハ 上記ロのうち国費相当額

二 研究開発事業の概要

ホ 研究開発事業の目標

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制   

２ 機構は、基金の額が基金事業等の実施の状況その他の事情に照らして過大であると大臣が認

めた場合は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付しな

ければならない。

３ 事業内容の変更をする場合には、大臣の承認を受けなければならない。

４ 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

５ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに大臣に

報告し、その指示を受けなければならない。

６ 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場合（不正な使用

が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、その結果を大臣に報告するも

のとする。

７ 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであることに鑑み、その活

用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を取り崩し、処分

し、又は担保に供してはならない。

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金（基金事業に係る契約の相手先若しくは補助

金の交付先（以下「実施者」という。）から、取得財産の処分に伴う収入、収益納付に伴う

収入、その他の収入が得られた場合、これらの収入を含む。）は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号。以下「科技イノベ活性化法」とい

う。）第２７条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分した機関からの

返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。

ニ 基金により行う業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿

及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第２７条の３第１項の規定に基づき、毎事業年度、次の事項を

記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後６か月以内に大臣に提出

しなければならない。

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額）

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む）

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額

（４）保有割合
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（５）保有割合の算定根拠

（６）研究開発事業の目標に対する達成度

ヘ 取崩し見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、大臣は、基金の廃止

前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。

ト 基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を大臣に報告し、その指示

を受けて国庫に納付しなければならない。

（基金の経理等）

第９条 機構は、基金の経理について、他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金

の使途を明らかにしておかなければならない。

２ 機構は、前項の経理を行う場合、基金運用による収入及び基金事業に要する経費の予算と決算と

の関係を明らかにした調書（様式第５）を作成し、会計帳簿とともに、基金管理の完了した日の属

する年度の終了後５年間、大臣の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかな

ければならない。

（是正のための措置）

第１０条 大臣は、基金の管理・運用及び基金事業が適切に実施されていないと認めるときは、

是正のための措置を採るべきことを機構に命ずることができる。

（交付決定の取消し等）

第１１条 大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付した本補助金の全部若しくは一部

を取り消し、又は変更することができる。

一 機構が、適正化法、施行令、その他の法令、本要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指

示に違反した場合

二 機構が、基金をこの要綱の規定に違反して使用した場合

三 機構が、基金を基金事業以外に使用した場合

四 機構が、基金の運用に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

五 機構が、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合

六 前五号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、基金の全部又は一部を

継続する必要がなくなった場合

２ 大臣は、前項の取消しがあった場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付

されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、第１項第６号に規定する場合を除き、その命令に係る本

補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセントの割合で計算した

加算金の納付を併せて命ずるものとする。

４ 第２項の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合は、

未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合で計算し

た延滞金を徴するものとする。

５ 機構は、第２項の規定による返還を命じられた場合には、これを国庫に返還しなければならない。

（実績報告）

第１２条 機構は、基金の造成が完了した日から起算して３０日を経過した日（前条第１項により交

付決定の全部の取消しを命じられた場合には、当該命令がなされた日から起算して３０日を経過し

資料１－㸶

59

（補助金の請求）

第７条 機構は、前条第１項により交付決定通知を受け、本補助金の支払いを受けようとするときは、

補助金支払請求書（様式第４）を大臣に提出しなければならない。

（基金の基本的事項の公表等）

第８条 機構は、基金の造成後、速やかに、基金に係る管理・運用の基本的事項として、次の事

項を公表しなければならない。

イ 基金の名称

ロ 基金の額

ハ 上記ロのうち国費相当額

二 研究開発事業の概要

ホ 研究開発事業の目標

ヘ 研究開発事業の採択に当たっての申請方法、申請期限、審査基準、審査体制   

２ 機構は、基金の額が基金事業等の実施の状況その他の事情に照らして過大であると大臣が認

めた場合は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付しな

ければならない。

３ 事業内容の変更をする場合には、大臣の承認を受けなければならない。

４ 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。

５ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに大臣に

報告し、その指示を受けなければならない。

６ 基金により行う業務（以下「業務」という。）で不正な使用が明らかになった場合（不正な使用

が行われた疑いのある場合も含む。）には、速やかに調査を実施し、その結果を大臣に報告するも

のとする。

７ 事業により造成される基金は、国からの補助金を財源としているものであることに鑑み、その活

用にあたっては、次に掲げる事項に対応しなければならない。

イ 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、基金の目的に反して、基金を取り崩し、処分

し、又は担保に供してはならない。

ロ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金（基金事業に係る契約の相手先若しくは補助

金の交付先（以下「実施者」という。）から、取得財産の処分に伴う収入、収益納付に伴う

収入、その他の収入が得られた場合、これらの収入を含む。）は、科学技術・イノベーショ

ン創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号。以下「科技イノベ活性化法」とい

う。）第２７条の２第２項に基づき、基金に充てるものとする。

ハ 基金の廃止後においても、機構が基金により研究開発事業に係る経費を配分した機関からの

返還が生じた場合には、これを国庫に納付しなければならない。

ニ 基金により行う業務の経理について、当該業務以外の経理と明確に区分し、その収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿

及び証拠書類を基金廃止後５年間保管しなければならない。

ホ 機構は、科技イノベ活性化法第２７条の３第１項の規定に基づき、毎事業年度、次の事項を

記載した当該業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後６か月以内に大臣に提出

しなければならない。

（１）基金の額（年度末残高及び国費相当額）

（２）業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む）

（３）研究開発事業の実施決定件数・実施決定額

（４）保有割合
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た日）又は基金の造成が完了した日の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに実績報告書（様

式第６）を大臣に提出しなければならない。

２ 前項の期日については、大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、

この期日を繰り下げることができる。 

（補助金の額の確定等）

第１３条 大臣は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地

調査等を行い、造成された基金が本補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき本補助金の額を確定し、機構に通知するものとする。

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交

付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずるものと

する。

３ 前項の返還については、第１１条第４項の規定を準用するものとする。

（契約等）

第１４条 機構は、基金事業を遂行するため、売買、請負その他の契約（契約金額１００万円未満の

ものを除く。）をするに当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じら

れている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、基金事業の運営上、当該事業者でなけ

れば補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、大臣の承認を受けて当該事業者を契約の相手

方とすることができる。

２ 大臣は、機構が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止

措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることが

できるものとし、機構は大臣から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。

３ 前２項までの規定は、基金事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施

する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、機構は、必要な措置を講じるものとする。

（情報管理及び秘密保持）

第１５条 機構は、基金事業の遂行に際し知り得た第三者の情報であって秘密である旨表示されたも

の（以下「秘密情報」という。）については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の

指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、基金事業の目的

又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、秘密情報（事業関係者の個人情報等を含む

がこれらに限定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な

理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。 

２ 前項にかかわらず、次の各号に該当する資料及び情報は秘密情報から除くものとする。 

一 機構に開示された時点で、既に公知となっていたもの 

二 機構に開示された後で、機構の責に帰すべき事由によらず公知となったもの 

三 機構に開示された時点で、既に機構が保有していたもの 

四 機構が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 

五 機構が、秘密情報によらずに独自に創作したもの 

３ 機構は、基金事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせる場合には、履行補

助者にも本条の定めを遵守させなければならない。機構又は履行補助者の役員又は従業員による情

報漏えい行為も機構による違反行為とみなす。

４ 本条の規定は基金事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 
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（暴力団排除に関する誓約）

第１６条 機構は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しな

ければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

（その他）

第１７条 この要綱に定める事項については、必要が生じた場合に大臣が必要な変更を行うことがで

きるものとする。

附 則(２０２００４０３財商第１号)

この要綱は、令和２年４月１４日から施行（適用）する。

附 則(２０２１０４０９財商第８号)

この要綱は、令和３年度予算に係る手続きから適用する。ただし、改正前に交付した補助金に係る

手続きについては、なお従前の例による。 

附 則（２０２２０３０１財商第１号）

この要綱は、令和４年３月４日から施行する。ただし、改正前に交付した補助金に係る手続きにつ

いては、なお従前の例による。

附 則（２０２２０３１８財商第８号）

この要綱は、令和４年４月１４日から施行する。ただし、改正前に交付した補助金に係る手続きに

ついては、なお従前の例による。

附 則（２０２３０２２１財商第１号）

この要綱は、令和５年２月２８日から施行する。ただし、改正前に交付した補助金に係る手続きに

ついては、なお従前の例による。
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た日）又は基金の造成が完了した日の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに実績報告書（様

式第６）を大臣に提出しなければならない。

２ 前項の期日については、大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、

この期日を繰り下げることができる。

（補助金の額の確定等）

第１３条 大臣は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地

調査等を行い、造成された基金が本補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき本補助金の額を確定し、機構に通知するものとする。

２ 大臣は、機構に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交

付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還することを命ずるものと

する。

３ 前項の返還については、第１１条第４項の規定を準用するものとする。

（契約等）

第１４条 機構は、基金事業を遂行するため、売買、請負その他の契約（契約金額１００万円未満の

ものを除く。）をするに当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じら

れている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、基金事業の運営上、当該事業者でなけ

れば補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、大臣の承認を受けて当該事業者を契約の相手

方とすることができる。

２ 大臣は、機構が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止

措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることが

できるものとし、機構は大臣から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。

３ 前２項までの規定は、基金事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施

する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、機構は、必要な措置を講じるものとする。

（情報管理及び秘密保持）

第１５条 機構は、基金事業の遂行に際し知り得た第三者の情報であって秘密である旨表示されたも

の（以下「秘密情報」という。）については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の

指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、基金事業の目的

又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、秘密情報（事業関係者の個人情報等を含む

がこれらに限定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な

理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。

２ 前項にかかわらず、次の各号に該当する資料及び情報は秘密情報から除くものとする。

一 機構に開示された時点で、既に公知となっていたもの

二 機構に開示された後で、機構の責に帰すべき事由によらず公知となったもの

三 機構に開示された時点で、既に機構が保有していたもの

四 機構が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの

五 機構が、秘密情報によらずに独自に創作したもの

３ 機構は、基金事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせる場合には、履行補

助者にも本条の定めを遵守させなければならない。機構又は履行補助者の役員又は従業員による情

報漏えい行為も機構による違反行為とみなす。

４ 本条の規定は基金事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。
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基金設置規程

令和２年３月12日

規程第８号

改正 令和２年８月28日規程第５号

令和４年３月４日規程第12号

令和５年３月１日規程第16号

令和６年３月21日規程第９号

令和７年３月12日規程第25号

(目的) 

第１条 この規程は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律

第63号)第27条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務に関する基金の設置等に

関し必要な事項を定めることを目的とする。

(革新的研究開発推進基金) 

第２条 特定公募型研究開発業務に要する費用に充てるため国から交付される補助金によ

り、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる業務を実施するた

め、革新的研究開発推進基金を設置する。

(１) 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大

胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせることにより

実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びにこれに附帯する業

務

(２) ワクチンの早期実用化に向けた研究開発等及びこれに附帯する業務(独立行政法人

医薬品医療機器総合機構が治験を開始するために必要な開発戦略に関する助言を行う

業務を含む。) 

(３) 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能とする

ため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの応用等の研

究開発等及びこれに附帯する業務

(４) 国産ワクチン開発の実現に向けた世界トップレベル研究開発拠点等における研究

開発等及びこれに附帯する業務

(５) 感染症ワクチン・治療薬開発及び感染症以外の疾患に対する医薬品等の開発に資す

る革新的なモダリティの実用化開発を行う創薬ベンチャーに対する実用化支援を含む

研究開発等及びこれに附帯する業務
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(６) ᶫΏし研究支援機関(ᶫΏし研究支援機関ㄆ定ไᗘ実施要⥘(令和３年３月31日ᩥ部

科学大⮧決定)に基づᩥࡁ部科学大⮧がㄆ定する大学等をいう。)を活用した大学発医療

⣔ࢱࢫート࢔ップの㉳業等に資する実用化支援を含む研究開発等及びこれに附帯する

業務

(７) 医学⣔研究ຊをᙉ化するため、大学⑓㝔・医学部を置く大学において、研究⎔ቃ改

ၿにಀるྲྀ組と୍య的に実施される研究開発等及びこれに附帯する業務

(ඛ➃国㝿共同研究推進基金) 

第３条 特定公募型研究開発業務に要する費用に充てるため国から交付される補助金によ

り、国が設定する㡿ᇦ及び㧗い科学技術Ỉ‽を有するㅖ外国を対㇟として、国㝿的にඃれ

た研究成ᯝ創出に向けた戦略的・機ື的な国㝿共同研究開発及びこれに附帯する業務を実

施するため、ඛ➃国㝿共同研究推進基金を設置する。

(基金の資金㐠用) 

第４条 基金は、独立行政法人㏻๎法(平成11年法律第103号)第�7条に規定する金⼥機関へ

の㡸金ࡑの௚Ᏻ඲な᪉法により㐠用するࡶのとする。

(ጤ௵) 

第５条 この規程に定めるࡶのの࡯か、基金の㐠用に関し必要な事項は、ูに定める。

附 ๎

この規程は、令和２年３月12日から施行する。

附 ๎(令和２年８月28日規程第５号) 

この規程は、令和２年８月28日から施行する。

附 ๎(令和４年３月４日規程第12号) 

この規程は、令和４年３月４日から施行する。

附 ๎(令和５年３月１日規程第16号) 

この規程は、令和５年３月１日から施行する。

附 ๎(令和６年３月21日規程第９号) 

この規程は、令和６年３月21日から施行する。

附 ๎(令和７年３月12日規程第25号) 

この規程は、令和７年３月12日から施行する。
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基金設置規程

令和２年３月12日

規程第８号

改正 令和２年８月28日規程第５号

令和４年３月４日規程第12号

令和５年３月１日規程第16号

令和６年３月21日規程第９号

令和７年３月12日規程第25号

(目的) 

第１条 この規程は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律

第63号)第27条の２第１項に規定する特定公募型研究開発業務に関する基金の設置等に

関し必要な事項を定めることを目的とする。

(革新的研究開発推進基金) 

第２条 特定公募型研究開発業務に要する費用に充てるため国から交付される補助金によ

り、健康・医療戦略推進本部等が決定する目標の下、次の各号に掲げる業務を実施するた

め、革新的研究開発推進基金を設置する。

(１) 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大

胆な発想に基づく挑戦的な研究開発及び企業原資の研究費を組み合わせることにより

実施する、産学官共同による医薬品・医療機器等の研究開発等並びにこれに附帯する業

務

(２) ワクチンの早期実用化に向けた研究開発等及びこれに附帯する業務(独立行政法人

医薬品医療機器総合機構が治験を開始するために必要な開発戦略に関する助言を行う

業務を含む。) 

(３) 今後脅威となりうる感染症有事に備え、ワクチンの迅速な開発・供給を可能とする

ため、ワクチン開発に資する革新的な新規モダリティや感染症ワクチンへの応用等の研

究開発等及びこれに附帯する業務

(４) 国産ワクチン開発の実現に向けた世界トップレベル研究開発拠点等における研究

開発等及びこれに附帯する業務

(５) 感染症ワクチン・治療薬開発及び感染症以外の疾患に対する医薬品等の開発に資す

る革新的なモダリティの実用化開発を行う創薬ベンチャーに対する実用化支援を含む

研究開発等及びこれに附帯する業務
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基金の運用取扱い規則

令和２年３月12日

規則第８号

改正 令和５年３月１日規則第15号

(目的) 

第１条 この規則は、基金設置規程(令和２年規程第８号)第５条に基づき、基金の運用に関

し必要な事項を定めることを目的とする。

(資金運用の原則) 

第２条 基金の資金運用にあたっては、次の各号に留意しなければならない。

(１) 安全性の確保を最優先とした資金運用に努めること。

(２) 資金運用は事業の執行に支障のない範囲内で行うものとし、流動性の確保に努める

こと。

(３) 元本回収の安全性及び確実性に最大限配慮し、資金の効率的な運用を図ること。

(資金運用方法) 

第３条 基金の資金運用に当たっては、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法

律(平成20年法律第63号)第27条の２第３項に規定する方法により行うものとする。

２ 支払時期が１年を超えると見込まれる資金については、短期的な資金運用にこだわるこ

となく、業務の執行に支障のない範囲で中長期的な資金運用を行うことができるものとす

る。

(取引相手の選定) 

第４条 取引相手については、金融庁が指定する格付け機関のうち、２社以上において長期

債務の評価がA以上である金融機関とする。

(債券の選定条件) 

第５条 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条第１号に規定する債券につい

ては、金融庁が指定する格付け機関のうち、２社以上において長期債務の評価がA以上で

ある発行体の債券とする。

(金融商品の満期保有) 

第６条 満期設定のある金融商品は、原則としてその満期到来日又は償還期限まで保有する

ものとする。

(元本の保全) 

第７条 金融商品の資金運用期間中に、預貯金の預入先又は保有債券の発行体(以下「資金
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運用先金融機関等」という。)が第４条又は第５条に規定する基準を下回った場合には、

専門家の意見を聴取しつつ、元本の保全について支障の有無を検討しなければならない。

２ 前項の検討の結果、元本の保全に支障があると認められる場合には、金融機関及び預金

種別等の変更又は解約等により、速やかに元本の保全に努めなければならない。

(資金運用責任者等) 

第８条 資金運用責任者は、理事長とする。

２ 資金運用業務は、経理部が行うものとする。

(基金の出納) 

第９条 基金の出納業務は、会計規程(平成27年４月１日規程第20号)第４条第１項に規定す

る出納命令職の命令に基づき、会計規程第４条第１項に規定する出納職が行う。

(資金運用先の監視・情報収集) 

第10条 出納職は、資金運用先金融機関等の経営悪化の兆候を早期に察知するため、常に

監視を行うとともに、資金運用先金融機関等の経営状況等について、定期的に情報収集を

行うものとする。

(事故の報告) 

第11条 基金の資金運用において事故が発生した場合は、経理部長は直ちに理事長に報告

しなければならない。

附 則

この規則は、令和２年３月12日から施行する。

附 則(令和５年３月１日規則第15号) 

この規則は、令和５年３月１日から施行する。
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参 照 条 文 等
  
〇 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）（抄）  
（基金）
第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げる
もの（次条第一項において「資金配分機関」という。）は、独立行政法人通則法第一条第
一項に規定する個別法（第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別
法」という。）の定めるところにより、特定公募型研究開発業務（公募型研究開発に係る
業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。）に要
する費用に充てるための基金（以下単に「基金」という。）を設けることができる。
一 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的
な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な
支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる
財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるも
の

２ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
３ 独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部分に限る。）の規定は、
基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」
とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
（国会への報告等）
第二十七条の三 資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務
に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければ
ならない。
２ 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告し
なければならない。

〇 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26年法律第 49号）（抄）
（基金の設置等）
第十七条の二 機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標に
おいて第十六条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関す
る法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関す
る事項を定めた場合には、同項に規定する基金（以下この条及び次条において「基金」と
いう。）を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
２ 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができ
る。
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３ 機構は、第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、
特別のר定を設けて経ཀྵしなければならない。

〇 国立研究開発法人日本医療研究開発機構業務๏法書（平成 27年̒月̏日内ֵ૱ཀྵ大臣、
文部科学大臣、޲生࿓ಉ大臣、経済ࢊ業大臣認Ն。ྫ࿪̓年３月 16日࠹終รߍ）（抄）
(基金を活用した研究開発及びそのڧ؂の੖ඍดびにそれらに対する助成) 

第̖条の３ 機構は、国から交付͠れる補助金により設けられた基金を活用し、科学技術・
イノベーション創出の活性化に関する法律(平成 20年法律第 63号)第 27条の２第̏項に
規定する特定公募型研究開発業務を行うものとする。
２ 機構は、前項の実施に当たっては、当該研究開発及びそのڧ؂の੖ඍをة業、大学、研
究機関等にて行うものとする。
３ 第̏項の基金の設置及び運用に必要な事項については、別に定めるところによる。

〇 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 中長期目標（第２期）（ྫ࿪２年２月 28 日
内ֵ૱ཀྵ大臣、文部科学大臣、޲生࿓ಉ大臣、経済ࢊ業大臣݀定。ྫ࿪̕年２月 28日࠹
終รߍ）（抄）
ᶛɿ研究開発の成Վの࠹大化その他の業務の࣯の޴৏に関する事項
（３）基金等を活用した中長期的な研究開発のଇ進等
ᶆ 医療分໼におけるϞーンショρφ型研究開発等・߃݊
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20年法律第 63号）第 27
条の２第̏項に基Ͱき、国から交付͠れる補助金により基金を設けた。これを活用した同
項に規定する特定公募型研究開発業務として、Ϟーンショρφ型研究開発੏度の下で、Ϟ
ーンショρφ型研究開発੏度に係るકྲྀਬ進会٠等を通じて、૱合科学技術・イノベーシ
ョン会٠で定める目標とも十分に࿊ܠしつつ、ϑζョψϨー会٠の助ݶ等をಁΉえて݊
のため、我が国発のഃշ的イノベーションのݳ医療કྲྀਬ進本部が݀定する目標の実・߃
創出を目ࢨし、ॊ来技術のԈ長にない、より大஀な発૟に基Ͱくேક的な研究開発（Ϟー
ンショρφ）を、AMED の業務内༲Ώ目的に照らし所؇府঴と࿊ܠしてਬ進するととも
に、基金とة業ݬ資の研究費をૌみあわͦ、医療৏の必要性が߶く特に緊要となった医༂
඾・医療機ح等の研究開発を、ηνーφΠρϕの参ժをଇしつつ、ࢊ学ڠׯ同によりਬ進
する。Ήた、研究開発のਬ進においては、その౏中段֌においてన࣎目標ୣ成の見通しを
඲Ճし、研究開発のܩକ・֨充・中ࢯなʹを݀定する。
ᶇ 新型αϫψΤイϩηϭέοンの開発支ԋ
新型αϫψΤイϩη״ઝ঳の״ઝ֨大をࠞ本的にմ݀するため、༙効なϭέοンの開
発・෕及は࠹༑先の՟ୌであり、基ે研究からྡজݩࢾ、༂事ਅ੧、生ࢊにࢺるસգఖの
Յଐ化により実用を目ࢨす必要がある。
このため、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27条の２第̏項に
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参 照 条 文 等
  
〇 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）（抄）  
（基金）
第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げる
もの（次条第一項において「資金配分機関」という。）は、独立行政法人通則法第一条第
一項に規定する個別法（第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別
法」という。）の定めるところにより、特定公募型研究開発業務（公募型研究開発に係る
業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。）に要
する費用に充てるための基金（以下単に「基金」という。）を設けることができる。
一 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的
な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な
支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる
財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるも
の

２ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
３ 独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部分に限る。）の規定は、
基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」
とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
（国会への報告等）
第二十七条の三 資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務
に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければ
ならない。
２ 主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告し
なければならない。

〇 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法（平成 26年法律第 49号）（抄）
（基金の設置等）
第十七条の二 機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標に
おいて第十六条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関す
る法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関す
る事項を定めた場合には、同項に規定する基金（以下この条及び次条において「基金」と
いう。）を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
２ 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができ
る。
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基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開発業務として、ϭέ
οン開発ਬ進事業において、新型αϫψΤイϩηϭέοンの実用化に޴けた研究開発を
同によりਬ進する。Ήた、研究開発のਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しをڠׯ学ࢊ
඲Ճし、研究開発のܩକ・֨充・中ࢯなʹ݀定する。
ᶈ ϭέοン・新規ϠξϨτΡの研究開発
、をՆ೵とするためڇڛ・ઝ঳༙事にඍえ、ϭέοンのਟଐな開発״Ҙとなりうるڶ後ࠕ
ϭέοン開発に資する革新的な新規ϠξϨτΡΏ״ઝ঳ϭέοンへのԢ用等研究開発を
ਬ進する必要がある。
このため、先進的研究開発કྲྀιンνー（Strategic Center of Biomedical Advanced 

Vaccine Research and Development for Preparedness and Response : SCARDA、以下
「SCARDA」という。）において、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第 27条の２第̏項に基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開
発業務として、ϭέοン・新規ϠξϨτΡ研究開発事業をਬ進する。同事業においては、
ϭέοンકྲྀをಁΉえ、国内֐における関࿊分໼の研究開発য়ڱを೼Ѵ・分ੵし、કྲྀ的
な資金配分等を通じた革新的な新規ϠξϨτΡの研究開発をਬ進するとともに、ϭέο
ンに関するԢ用研究Ώ第ᶚ૮Ήでのྡজݩࢾための研究開発をਬ進する。Ήた、研究開発
のਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しを඲Ճし、研究開発のܩକ・֨充・中ࢯなʹを
݀定する。
ᶉ ϭέοン開発のための੊ֆφρϕϪベϩ研究開発఼ڎのܙ成
ઝ঳༙事におけるਟଐなϭέοン開発のため、独立性・ࣙ律性を確保したौೊな運用״
を実ݳし、੊ֆの研究ंをऔきつける、これΉでにない੊ֆφρϕϪベϩの研究開発఼ڎ
を中֫として、平࣎から״ઝ঳分໼にཻΉらないଡ༹な研究開発及びそのڧ؂の੖ඍを
ଇ進する必要がある。
このため、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27条の２第̏項に
基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開発業務として、ϭέ
οン開発のため੊ֆφρϕϪベϩ研究開発఼ڎのܙ成事業をਬ進する。同事業において
は、ϭέοンકྲྀをಁΉえ、研究開発ڎ （఼ϓϧρήシρϕ఼ڎとシψζー効Վが期ଶで
きる఼ڎ）としてのର੏੖ඍ等を行うとともに、出޳を見ੀえた関࿊研究をک化・ଇ進す
る。Ήた、研究開発のਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しを඲Ճし、研究開発のܩକ・
֨充・中ࢯなʹを݀定する。
ᶊ 創༂ベンοϡーΦαシητϞのک化
大学等の༑れた研究成ՎΏ創༂シーθを実用化につなげるため、創༂ベンοϡーへの
長期的なү成・支ԋが必要であるが、࣮ 、場によっては期ଶ͠れる収ӻ率がఁくࢤΏ対ে׳
Ήた、౦資のյ収Ήでに長期ؔを要する創༂分໼に࣍କ的な౦資をݼび込΋ためには、こ
れΉでベンοϡーΫϡϒνϩ（VC）出資のଁ大に効Վのあったベンοϡー支ԋࡨを参ߡ
にしつつ支ԋを行っていく΄きである。۫ର的には、VC等の目利き力を活かした༑ྒྷベ
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ンοϡーの発۹・ү成、VC等の౦資೵力・規ໝの֨大、Ϩνーンの޴৏、࿊କً業Պ（シ
ϨΠϩΠンφϪϕϪψー）のү成を؜め、我が国における創༂ベンοϡーΦαシητϞસ
ରのఊ৏げをਦる必要がある。
このため、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27条の２第̏項に
基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開発業務として、創༂
ベンοϡーΦαシητϞک化事業をਬ進する。同事業においては、認定 VCの目利き力を
活かして、ϭέοンકྲྀをಁΉえた״ઝ঳ϭέοン・࣑療༂開発及び״ઝ঳以֐の࣮׳に
対する医༂඾等の開発に資する革新的なϠξϨτΡの実用化開発を行う創༂ベンοϡー
に対して支ԋを行う。Ήた、実用化開発のਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しを඲Ճ
し、実用化開発のܩକ・֨充・中ࢯなʹを݀定する。
ᶋ 大学発医療ܧηνーφΠρϕの支ԋ
医༂඾Ώ医療機ح等の開発・実用化のためには大学発医療ܧηνーφΠρϕが෈Նܿ

であり、າͫ෈十分なシーχ期のηνーφΠρϕへの支ԋをک化する必要がある。
このため、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27条の２第̏項に
基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開発業務として、大学
発医療ܧηνーφΠρϕ支ԋϕϫήϧϞをਬ進する。同事業においては、医༂඾等の実用
化支ԋについてノΤύΤと実੹のあるోڰし研究支ԋ機関を活用し、大学発医療ܧην
ーφΠρϕのً業に係る઒໵的見ஏからの൒ૺ支ԋ等（医学研究৏の革新性と事業とし
ての将来性のྈ໚を見ੀえたシーθ৻ࠬΏ、事業ܯժの立Ҍ等に係る൒ૺ支ԋを؜΋。）
を行うためのର੏を੖ඍするとともに、ඉྡজ研究等に必要な費用の支ԋ、医療ωーθを
ଌえてً業を目ࢨすऑघ人ࡒの発۹・ү成を実施する。Ήた、ηνーφΠρϕへの支ԋの
ਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しを඲Ճし、ηνーφΠρϕへの支ԋのܩକ・֨ 充・
中ࢯなʹを݀定する。
ᶌ 医学ܧ研究力のک化
医学ܧ研究は、国຿の݊߃थໍのԈ৵に௜ં的に߫ݛするとともに、創༂力の޴৏等を
通じ我が国のࢊ業ڟ૬力にも௜݃する॑要な研究྘Үである一๏、医学ܧ研究の૮対的
な国ڟࡏ૬力のఁ下がثዩ͠れていることから、医学ܧ研究力のک化をਦる必要がある。
このため、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27条の２第̏項に
基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開発業務として、医学
。研究支ԋϕϫήϧϞをਬ進するର੏の੖ඍ及び公募を行うܧ
なお、同ϕϫήϧϞにおいては、研究ंの研究活ಊと、機関としての研究ڧ؂րવに係
るखૌを一ର的に支ԋすることとし、۫ ର的には、大学බӅ・医学部を置く大学の中から、
医学ܧ研究ंの研究࣎ؔの確保、基ે生ໍ科学Ώ他分໼を؜めたଡ༹な人ࡒからなる研
究οーϞܙ成、国立研究開発法人、ࢊ業ֆΏք֐等とのಆ೶१؂のਬ進等を行いつつ、政
府が定める「国Պકྲྀ৏॑要な研究՟ୌ」にखりૌ΋大学を公募・ࡀ୔し、支ԋする。Ή
た、研究開発のਬ進においては、その౏中段֌においてన࣎目標ୣ成の見通しを඲Ճし、
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基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開発業務として、ϭέ
οン開発ਬ進事業において、新型αϫψΤイϩηϭέοンの実用化に޴けた研究開発を
同によりਬ進する。Ήた、研究開発のਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しをڠׯ学ࢊ
඲Ճし、研究開発のܩକ・֨充・中ࢯなʹ݀定する。
ᶈ ϭέοン・新規ϠξϨτΡの研究開発
、をՆ೵とするためڇڛ・ઝ঳༙事にඍえ、ϭέοンのਟଐな開発״Ҙとなりうるڶ後ࠕ
ϭέοン開発に資する革新的な新規ϠξϨτΡΏ״ઝ঳ϭέοンへのԢ用等研究開発を
ਬ進する必要がある。
このため、先進的研究開発કྲྀιンνー（Strategic Center of Biomedical Advanced 

Vaccine Research and Development for Preparedness and Response : SCARDA、以下
「SCARDA」という。）において、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第 27条の２第̏項に基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開
発業務として、ϭέοン・新規ϠξϨτΡ研究開発事業をਬ進する。同事業においては、
ϭέοンકྲྀをಁΉえ、国内֐における関࿊分໼の研究開発য়ڱを೼Ѵ・分ੵし、કྲྀ的
な資金配分等を通じた革新的な新規ϠξϨτΡの研究開発をਬ進するとともに、ϭέο
ンに関するԢ用研究Ώ第ᶚ૮Ήでのྡজݩࢾための研究開発をਬ進する。Ήた、研究開発
のਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しを඲Ճし、研究開発のܩକ・֨充・中ࢯなʹを
݀定する。
ᶉ ϭέοン開発のための੊ֆφρϕϪベϩ研究開発఼ڎのܙ成
ઝ঳༙事におけるਟଐなϭέοン開発のため、独立性・ࣙ律性を確保したौೊな運用״
を実ݳし、੊ֆの研究ंをऔきつける、これΉでにない੊ֆφρϕϪベϩの研究開発఼ڎ
を中֫として、平࣎から״ઝ঳分໼にཻΉらないଡ༹な研究開発及びそのڧ؂の੖ඍを
ଇ進する必要がある。
このため、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 27条の２第̏項に
基Ͱきଆ成͠れた基金を活用した同項に規定する特定公募型研究開発業務として、ϭέ
οン開発のため੊ֆφρϕϪベϩ研究開発఼ڎのܙ成事業をਬ進する。同事業において
は、ϭέοンકྲྀをಁΉえ、研究開発ڎ （఼ϓϧρήシρϕ఼ڎとシψζー効Վが期ଶで
きる఼ڎ）としてのର੏੖ඍ等を行うとともに、出޳を見ੀえた関࿊研究をک化・ଇ進す
る。Ήた、研究開発のਬ進においては、న࣎目標ୣ成の見通しを඲Ճし、研究開発のܩକ・
֨充・中ࢯなʹを݀定する。
ᶊ 創༂ベンοϡーΦαシητϞのک化
大学等の༑れた研究成ՎΏ創༂シーθを実用化につなげるため、創༂ベンοϡーへの
長期的なү成・支ԋが必要であるが、࣮ 、場によっては期ଶ͠れる収ӻ率がఁくࢤΏ対ে׳
Ήた、౦資のյ収Ήでに長期ؔを要する創༂分໼に࣍କ的な౦資をݼび込΋ためには、こ
れΉでベンοϡーΫϡϒνϩ（VC）出資のଁ大に効Վのあったベンοϡー支ԋࡨを参ߡ
にしつつ支ԋを行っていく΄きである。۫ର的には、VC等の目利き力を活かした༑ྒྷベ
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研究開発のܩକ・֨充・中ࢯなʹを݀定する。
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  研究開発の継続・拡充・中止などを決定する。 
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国立研究開発法人日本医療研究開発機構   

令和６年度特定公募型研究開発業務（革新的研

究開発推進基金）に関する報告書に付する内閣

総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経

済産業大臣の意見 
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）

第 27 条の３第２項の規定に基づき、国立研究開発法人日本医療研究開発機構令

和６年度特定公募型研究開発業務（革新的研究開発推進基金）に関する報告書に

付する内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣の意見は次

のとおりである。

内 閣 総 理 大 臣

文 部 科 学 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

経 済 産 業 大 臣

令和６年度特定公募型研究開発業務（革新的研究開発推進基金）については、

以下の点から、透明性・公正性に十分留意したものであり、適正であったと認め

られる。  

1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構においては、特定公募型研究開発

業務のうち、健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業に関

しては、「認知症・脳神経疾患研究開発イニシアティブ」の早期実現に向け

て、「認知症克服への挑戦」をテーマに、令和６年３月からプロジェクトマ

ネージャーの第４回公募を開始する等、本事業目標達成に向けた研究開発を

着実に推進した。革新的医療技術研究開発推進事業（産学官共同型）につい

ては、応募数拡大のためのワークショップ、説明会開催等により申請があっ

た 22 件から、スタートアップ企業に対する財務健全性確認スキームを取り入

れ、効果的な財務リスクマネジメントの実施及び厳正な評価を経て、４件（ア

カデミアタイプ）と３件（スタートアップタイプ）を採択した。ワクチン開

発推進事業に関しては、機動的な課題管理や運営体制の維持・継続を行うこ

とにより、科学的に妥当な研究開発となるように努めた。また、独立行政法

人医薬品医療機器総合機構が企業に対して行う相談業務に事業担当が同席し、

相談が円滑に進むよう支援を行うとともに、今後必要になる変異株対応ワク
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チンについても支援を実施した結果、承認事項一部変更承認を含む薬事承認

３件というワクチンの実用化における成果が認められた。ワクチン・新規モ

ダリティ研究開発事業に関しては、新規モダリティ枠（異分野参入促進型）

の公募において、迅速なワクチン開発を実現できる可能性のある研究開発課

題を６件採択した。採択課題に対しては、綿密な進捗管理、伴走支援を行う

とともに、Go/No-Go 判断等の機動的な課題管理や知財マネジメントを実施し

た。また、感染症有事の際に迅速なワクチン開発を可能とする病原体輸送に

関する演習を実施し、課題の把握及び改善に努めた。ワクチン開発のための

世界トップレベル研究開発拠点の形成事業に関しては、Ｈ５Ｎ１高病原性鳥

インフルエンザウイルスの性状解析の追加支援等の喫緊性の高い研究計画変

更を機動的に承認するなど迅速に対応し、感染症有事を見据えたワクチンの

研究開発を推進した。５つの研究開発拠点で多数のワクチンや新規モダリテ

ィのシーズの研究開発を推進し、２件がワクチン・新規モダリティ研究開発

事業に採択されるなど、ワクチンの実用化に向けた研究開発の進展に貢献し

た。創薬ベンチャーエコシステム強化事業に関しては、ベンチャーキャピタ

ル公募の第４回公募で５社、第５回公募で２社を採択するとともに、第２回

公募で認定した２社について中間評価を行い９社全ての認定を更新した。創

薬ベンチャー公募については、適切な評価項目等を定め、計４回の公募で 19

件を採択したほか、過去採択した３件について中間評価（ステージゲート審

査）を実施した。大学発医療系スタートアップ支援プログラムについては、

令和６年８月に橋渡し研究支援機関のうち４機関を医療系スタートアップ支

援拠点として採択し、当該採択機関において令和７年３月末までに計 16 件の

シーズを採択するなど、事業化支援を開始するとともに、若手人材の発掘・

育成や医療に特化したアントレプレナー育成プログラムを開始した。また、

関係機関の連携による事業方針の検討、シーズの目利きや伴走支援に必要な

ノウハウ等の情報共有等を行い、スタートアップを介して実用化を目指すシ

ーズを連携して支援する体制を構築した。医学系研究支援プログラムについ

ては、医学系の研究力向上のための大学病院体制の抜本的改革を目指し、公

募に向けた事業内容の具体的な検討を行い、大学の公募を開始した。また、
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件を採択したほか、過去採択した３件について中間評価（ステージゲート審
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令和６年８月に橋渡し研究支援機関のうち４機関を医療系スタートアップ支

援拠点として採択し、当該採択機関において令和７年３月末までに計 16 件の

シーズを採択するなど、事業化支援を開始するとともに、若手人材の発掘・

育成や医療に特化したアントレプレナー育成プログラムを開始した。また、

関係機関の連携による事業方針の検討、シーズの目利きや伴走支援に必要な

ノウハウ等の情報共有等を行い、スタートアップを介して実用化を目指すシ

ーズを連携して支援する体制を構築した。医学系研究支援プログラムについ

ては、医学系の研究力向上のための大学病院体制の抜本的改革を目指し、公
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